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滋賀県流域治水検討委員会 第４回住民会議議事録 
■日 時：平成 20 年 6 月 28 日(土) 13:02～16:08 

■会 場：大津市ふれあいプラザ ホール 

■出席者：25 名 

委 員 

( 敬 称 略 ) 

大橋正光、北井香、柴田善秀、杉本良作、中井正子、中村誠伺、

成宮純一、歯黒恵子、松尾則長 

アドバイザー 多々納裕一（京都大学防災研究所教授） 

オブザーバー 市町担当者、県関係部局担当者 

事 務 局 県土木交通部技監、流域治水政策室、河港課 

 

■議 事 

１．開会 

２．議事 

・提言素案の提示・説明 

・審議 

３．一般傍聴者からのご意見 

４．閉会 

 

 

 

 

１．開会  
○司会（事務局 中田） それでは、定刻に

なりました。石津委員さんはご欠席、中井

委員さんにつきましては、少し遅れるとい

う連絡をいただいておりますが、始めさせ

ていただきたいと思います。 

  事務連絡でございます。まず、資料の確

認をお願いしたいと思います。議事次第の

下のところに、今日の配付資料といたしま

して、資料１「提言素案」、資料２「今ま

での意見整理」、資料３「第３回住民会議

議事要旨」、そして参考資料ということで

４種類の資料を配付させていただいており

ますので、ご確認の上、不足しておりまし

たら係の者までお申し出ください。 

  それと、会議中でございますので、携帯

電話をいま一度確認いただきまして、マナ

ーモードなり電源をお切りいただきますよ

う、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、これからの進行につきまして

は大橋座長さん、よろしくお願いします。 

○大橋座長 皆さん、こんにちは。それでは、

滋賀県の流域治水検討委員会住民会議第４

回目を開催させていただきます。 

  住民会議も今回で４回目ということで、

第１回目につきましては、滋賀県における

治水上の課題と流域治水の必要性について

の確認というか、そのようなところから入

らせていただき、第２回、第３回について

は、それぞれ自助・共助というようなこと

について、それぞれ委員の皆さんについて

は一定の考え方というのか、方向性が見え

てきたかというようなところまで来たんじ

ゃないかと思いますが、今日はその第３回

の住民会議の後、これまでの意見を整理し、

「自助・共助における県民の役割に関する

部分の提言素案」を北井委員並びに柴田委

員が、まとめていただくことになりました。 

  また、それ以前に、今お手元に配付させ

ていただいておる、その杉本委員と中村委

員さんの方から、それぞれの案というよう

な形も提案をしていただいておりますが、

とりあえず今回は北井委員と柴田委員から、

提案書をまとめていただいたことを報告し

ていただいて、今日の議論に入りたいとい

うことを思いますので、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 

  そしてまた、最後に一般傍聴者の皆さん

のご意見をお伺いするということにさせて

いただきたいと思います。そのときにはお

住まいの地域とお名前を明言していただい

て、ご発言をいただくことをよろしくお願

い申し上げるものでございます。特に活発

なご意見がいただけることをお願い申し上

げまして、これから第４回の住民会議を開

催させていただきます。 
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 ２．議事 

○大橋座長 早速ですけれど、まず北井委員、

柴田委員さんのほうから提言素案づくりを

していただいた経緯、並びにまとめていっ

た考え方等々について説明をいただきたい

と思いますが、よろしくお願いします。 

○柴田委員 ただいまご紹介いただいたん

ですが、前回までのこの議論の中で話し合

ってきた中で出てきた意見について、僕と

北井委員と事務局の方とまとめさせていた

だきましたので、それについてのご説明を

させていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

  まず、前回のワークショップで、議論の

軸としてこのような地域防災力の木なるも

のを使って、議論をワークショップ形式で

行ってきました。そこで、各班に分かれて

議論をしたんですけれども、それぞれの枝

であるとか処方せんに当たる部分の意見を

皆さんに、ものすごいたくさんのものを出

していただいて、これをどうまとめようか

なというところになりました。 

  それで、議論の中でも出てきていたんで

すけれども、この枝や根っこがあるんです

けど、その自分が出した意見というのは、

どこに分類したらええんやろうという話で

あるとか、またこの提言書やこの会議のキ

ーワードのキャッチフレーズのようなもの

が欲しいのではないかという意見が出まし

たので、改めて一たん根っこに貼ってある

意見を取り外して、ばらばらにした状態で

意見をまとめてみました。それが今日の配

付資料にあります資料２の２枚目と３枚目

です。２枚目と３枚目が、その皆さんに貼

っていただいた付せんの意見をばらばらに

して、もう一度グループ化し直したものに

なります。 

  そこで、見ていただいてもわかりますよ

うに、その両面２枚の中に「情報」という

グループと、「人」というグループ。３枚

目の表にあります「組織」、「ネットワー

ク」というグループがあると思うんですけ

ど、そのグループに分けることができまし

た。 

  それで、このグループに分けたこの図を

眺めて考えてみますと、この中で何が共通

して言えるかというところを考えますと、

どうも新しいもの、例えば情報であれば新

しい情報、昔からある情報であるとか、組

織でいえば昔からある組織もあれば、新し

くできた組織もある。そうした昔からある

もの、あるいは新しくできたものというの

が、ともに共存しているなというところに

僕たちは着目しました。 

  それで、滋賀県というものを考えたとき

に、ちょっとこれも、ざっとの説明なんで

すけども、新しい住民と古い住民、旧住民

の方がともに生活している。それで、滋賀

県というのは人口が増えていて、ちょっと

特質、全国でも特徴のある県であるという

話もありました。またその企業のお話でも

ありますように、地場産業、地域の企業で

あるとか、かつ都会の企業に通っている人

もいるということで、そのような新しい会

社・企業と古い企業が共存している県でも

あると思います。 

  また、１回目の事務局のご説明にもあり

ましたように、滋賀の歴史というのは水害

との戦いの歴史でもあるといった面もござ

います。 

  そこで、これらから考えますと、こうい

ったことから新しい滋賀の水害文化、ある

いは治水文化、水防文化、そういったもの

を滋賀県から特徴のあるものを出していけ

ないかなという方向性があるんじゃないか

と考えました。 

  そこで、テーマとしてですね、「新しい

滋賀の水害文化づくりを目指して」といた

しました。これは僕たちが勝手にまとめて

つくったテーマなので、一つの提案であっ

て、これでいかなければいけないというも

のではないので、もちろんここに関しても

皆さんからのご意見をまた今日いただきた

いと思うんですけれども。例えば、この「水

害」は、先ほど杉本さんからご意見ありま

したが、考えなきゃいけないことも多いん

ですが、そういった方向性を目指して議論

していくことで、今回、ここまで話した自

助・共助を促すテーマを一つまとめられる

のではないかなと考えました。 

  それで、この新しい文化というのは何や

と、どうつくるんやっていったところを考

えたときに、先ほどの資料で見ていただい

た４つのグループがそのまま新しい文化を

つくる上での柱になるのではないかと考え

ました。 

  それで、まず情報です。情報がなければ、

人は行動できませんので、人が行動するた
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めには情報が必要です。ただ、情報だけが

あっても、人が行動しようとしなければ水

害というのは防げないので、まずそこには

行動する人が必要であると思います。ただ、

一人一人でできることも多くあるわけです

けれども、やはり人々が協力して組織とな

って地域を守ることが必要であると思いま

す。 

  それで、組織も組織で、地域に根差した

組織、あるいは上下流との組織、もっと広

範な組織のネットワーク・連携というもの

が必要ではないかと思います。そうするこ

とで、より広範な治水・防災ができるので

はないかと考えます。 

  それで、１つずつの柱について順番に見

ていきたいと思います。皆さんにお配りし

ている資料の中身は、今までに出していた

だいたご意見をまとめたものですので、ち

ょっとそれも考えながら聞いていただける

とありがたいです。 

  まず「情報」です。情報は、先ほども言

いましたように、情報がなければ人は行動

できないということで、災害は必ず起こる

ということをまず皆が認識して、その認識

することで、いざというときに行動できる

ような情報でなければいけないのではない

かと考えます。 

  それで、皆様に出していただいたご意見

を分類してみると、このように２つの軸が

できるのではないかと思いました。１つ目

の軸は新しい情報、新しい技術によって生

まれる情報というものと、昔からある情報、

これは半鐘であるとか、そういった地域に

根差した情報などがあると思います。もう

一方の軸は、日ごろ気づくための情報とい

うものと、いざ災害が起きたときに見える

ための情報というものです。情報は、この

４つの極に分解できるのではないかと考え

ました。 

  それで、まず新しい情報で日ごろ気づく

ための情報という部分なんですけども、こ

こには例えば実際の災害・被害を想定でき

るようなリアルな情報であるとか、行政が

出していただいている浸水想定区域図であ

るとかハザードマップ、そのようなものが

入ります。 

  また、その行政に出していただいている

情報だけではなくて、例えば地域が、実際

に自分の地域を見て回ることで得られる情

報、河川についての情報などもあるのでは

ないかと思って、ここは行政と住民が役割

分担をして集めるべきである情報というふ

うに枠組みさせていただきました。 

  ここ（気づきの情報（古い情報））は、

昔からある情報で日ごろ気づくための情報

というところです。実際に水害を体験され

た方の体験談であるとか、残っている記録

であるとか、また県の方で所持していただ

いている水害に関する情報といったものが、

ここに当たります。ここに当たるものとい

うのは、紙ベースで記録として残っている

ものと、人が心の中で思っている記憶とし

て残っている情報があるんじゃないかなと

いうふうに考えました。なので、記録と記

憶という情報を行政と住民が協力して、な

るべく多く集めて公開していく、伝えてい

くことが大事なのじゃないかなと思います。 

  そして、先ほどの二つは気づきの情報で

したが、次に災害が起きたときにどう逃げ

るかといった情報です。これが新しい範囲

ですけどもまず行政の方に出していただい

ている情報として、水防警報であるだとか、

降雨の情報、雨量であるとかそういったよ

うな、そういった行政が出していただいて

いる情報というものがここに当たるのでは

ないかと考えます。 

  皆様の意見を見ていまして、やはりそう

いった実際に起きたときに、河川の情報を

知るための手段として情報というのは、こ

の行政に出してもらっている情報っていう

のに、すごいちょっと偏っているというか、

結構多いんですね。多いなという印象を受

けました。 

  それで一方ですね、その災害が起きたと

きに、実際に逃げるために、ここ、昔から

ある情報というのは、例えば半鐘を鳴らす

であるとか、地域の連絡網をしっかりして

おくだとか、地域で実際に何かするという

ものであると思いました。 

  それで、こことここ（「気づきの情報(古

い情報)」と「災害が起きたとき(文化的・

在地的情報)」）っていうのは要するに、昔

っていうのは行政がそんなに、行政もあっ

た時代ですけれども、やっぱりそれでも住

民が主体となって情報を集めて、住民が主

体となって逃げなければいけなかったとい

う、その当時の文化といいますか、そうい

ったものをここから感じ取れるのかなと思
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います。 

  次に「人」です。この今お話しさせてい

ただいたもの、さまざまな情報を受けて、

実際にじゃあ人はどう動くべきなのか、ど

う動いたらいいのかということで、発信さ

れた情報を受けて、住民が主体的に行動す

ることが求められる。この「人」のところ

では、そういうことが求められているので

はないかなと考えます。 

  それで、この「人」も、この４つに分類

することができました。１つは、「地域で

の防災活動」や「訓練」といったものです。

こちらは、よりリアルな情報、実際の水害

を想定した避難訓練であるとか、ハザード

マップを住民の手でつくるであるとか、図

上訓練を行うであるとか、そういったこと

が重要であるという考えです。 

  また実際、災害が起きたときには、実際

に人が、自分が行動するべきだということ

がわかります。 

  この「次世代への伝承」というのは、先

ほどしゃべらせてもらった昔の情報には記

録と記憶の情報があります。ただ、それは

情報があるだけじゃなくて、若い世代、次

の世代へ伝えていかなくてはいけません。

伝えていくためにはどうしたらいいのか。

それを伝えていくことが重要であるという

ことが、ここからわかります。その伝える

場として考えられるのが、地域での活動で

あり、学校での教育であるのかなと思いま

す。 

  次に、「人材の育成」です。これは、例

えば行政が行う出前講座であるとか、その

他企業などが何か講座・講演のような、あ

るいは何か支援のようなサポートをするこ

とが大事であるとか、地域に根差したリー

ダーをつくることであるとか、またその地

域のリーダーを支援するための防災ボラン

ティアのような新たな人材をつくるべきで

あるといったくくりです。 

  最後に「自主的な活動」ですが、この自

助・共助を考えると、やはり共助だけでは

なくて、自分ですべきことがたくさんある

と思いますので、自分から、日ごろから災

害に備える、川を見て歩くであるとか、地

域とのコミュニケーションをとっておく、

日ごろからとっておくということが、この

人というグループからは大切なんじゃない

のかなということがわかります。 

  次に「組織」です。組織は、やはり人が

いても、組織みんなで活動することでより

できることがふえると思いますので、自治

会、自主組織などが主体で人が行動する基

盤となる組織、人が行動するために組織が

必要であるというところです。 

  組織のところで、まず、今まで組織がな

かったところに組織をつくるべきであると

いった意見がありました。これは新たな組

織をつくることで、みんなばらばらである

人たちをまとめて、防災にもつなげていく

べきであるといったものです。 

  また、既に地域に組織、水防組織や消防

団があるのですけれども、それが残念なが

ら形骸化していたり、余り活動されていな

いという事実もありますので、それらを見

直しを行って再編をするのが重要であると

いうことです。 

  ただ、このように組織をつくるだけでは

なくて、つくった組織を継続させなければ、

これは単発で終わってしまい、地域防災力

というものにはつながらないと思います。

そのため、活動を継続するためには、例え

ば県が賞を出すなどして活動を評価すると

いった処方せんがあるでしょうし、また楽

しく訓練する場、防災、防災って悲観的に

なる一方ではなくて、なるべく楽しく、ほ

かの活動と一緒にするであるとか、防災活

動そのものを楽しいものとするといったよ

うな工夫が必要なのではないかという意見

がありました。そして、これらを具体的に

行うことで、初めて滋賀の地域防災力とい

うものにつながっていくのではないかなと

思います。 

  最後に「ネットワーク」です。ネットワ

ークというのは、この組織だけじゃなくて、

組織間のつながりも必要であるというとこ

ろで、各主体がつながりを持つことで、活

動自体に広がりが生まれると考えます。 

  ネットワーク、これは先ほどの組織につ

ながることなんですが、まず家族、自分の

周りの人とのかかわりで家族があって、そ

の外に地域という、集落であったり小学校

区、このような地域というものがあって、

さらにその外に地域ごとの、あるいは流域

ごとの連携というものが重要であるという

ことです。こうすることで、地域内だけで

はできなかったことが、地域間で行うこと

でより流域全体を頭に入れた防災訓練がで
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きるであるとか、活動そのものに広がりが

あると考えられます。 

  さらに、この地域の住民だけではなくて、

行政や専門家、あるいはボランティア、ま

た企業といった方が、これらの活動なり、

日ごろの生活の中に入っていくことで、よ

り水害に備える、また水害が起きたときに

避難するというものにつながるのではない

かなと考えます。 

  以上、簡単ですが、その４つのグループ、

４つの柱について見てきたわけですが、滋

賀の新しい水害文化づくりを目指して、よ

り重要なことは何なのかなということを考

えますと、先ほどの区分の中から３つのキ

ーワードが上げられています。 

  まず１つは、「情報をわかりやすく伝え

る」ということです。情報があっても、だ

れかに伝えなければ、その情報は広がって

いきません。その伝わった情報をまた伝え

ることで、皆が必要な情報を共有するとい

うことが重要になってきます。そして、そ

の情報を共有した皆さんが主体的に活動し

て連携することで、地域の防災、あるいは

滋賀の新しい水害文化づくりというものに

つながるのではないかなと思います。こち

らの活動というのは、やはり住民が主体で

ないとできないものばかりなんですね。も

ちろん自助・共助について話し合っていま

したのでそうなんですけれども、住民が主

体で行うというのはどういうことなのかな

と考えたときに、今まで河川というのは行

政のもので、僕の意識かもしれないですけ

れども、ちょっと近づいてはいけないとこ

ろという印象がありました。ただ、それを

もっと住民のものであるよと、行政のもの

じゃなくて住民のものでもあるんだよとい

うことを、みんなが認識することで、こう

いった活動につながるのかなと、これは僕

の意見なんですけども、感じました。 

  しかし、やっぱり流域全体での体系立っ

た情報だとかを取得するためには、地域の

連携だけでは、住民主体だけではできない

こともあります。なので、やはり行政との

連携が必要であるということが言えるので

はないかなと思います。 

  そして、勝手につけたまとめたで申しわ

けないんですけども、地域と行政、また過

去と現在と未来というものに存在するいろ

んな人が手を取り合って、仲間であると、

みんな一つの仲間であるよって感じること

が、自助・共助の中で大切なのではないの

かなというふうに感じました。 

  ここまでが一応この意見をまとめたまと

めなんですけれども、そのまとめの中で幾

つか課題もあるのではないかなというふう

なことを感じました。 

  それでまず１つは、実際、特に共助につ

いてなんですけども、それはだれが行うの

か、どこが主体となって、そのような活動

を行うのかという視点が抜けておるという

か、大事なのはわかるんですけれども、じ

ゃあどうするんだといったことです。それ

と、だれが行うにしても、その活動をじゃ

あ実際どうやって行うべきなんであろうか

といったことも課題になろうかと思います。

このようなことを話し合う上で、やっぱり

考えることは、まずすべきことは、人の命

を失わないために大事なものはいろいろあ

るということです。ただ、そのためにまず

すべきことっていうのは何なんだろうなと

いうことを、話し合えればいいのかなと僕

は感じました。 

  ということで、一応前回までの議論のま

とめと、僕らなりに思う課題というものを

上げさせていただきましたので、いったん

これで終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

○大橋座長 柴田委員、ありがとうございま

した。 

  今、柴田委員の方から今回のまとめの中

間報告になるんですが、その趣旨というか、

考え方というのか、その辺を述べていただ

いたんでございますが、これが提言素案、

資料１に記入されている内容のものでござ

います。これは特に２回目、３回目の両会

の住民会議の中で、皆さんのご意見等々も

集約し、その中で一定の方向性を出してい

ただいたということで、特に今日は、この

今、資料を参考にしながら、意見交換をさ

せていただきたいと思います。ただ、その

中で杉本委員並びに中村委員の方から、別

紙の方で書いていただいておりますので、

その件も踏まえて議論に入っていきたいな、

こう思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは、どちらさんからでも挙手して

いただいて、よろしくお願いしたいなと思

います。ただ、先ほどの柴田委員の中で強
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調されていますのは、この１ページ目のテ

ーマはですね、「新しい滋賀の水害文化を

考える」という形で一応提言をいただきま

した。これについてまず入らせていただき

たいなと思うんですが、この中で特に杉本

委員は、滋賀県の「三方よし」という言葉

があるから、特徴づけたテーマにしてはど

うかというようなご意見も中には入ってい

たんやないかということを感じるんですけ

れど、いろいろ先ほど柴田委員の方から説

明いただいたように、滋賀県という特徴も

入れながら、また今、特に新住民の方、旧

住民の方というような混入地でもあります

し、その辺も中に入れた形で、今「新しい

滋賀の水害文化」という形でテーマとして

取り上げたということもございましたので、

その辺を踏まえてご意見交換をさせていた

だきたいなと思いますので、よろしくお願

いします。 

  松尾委員。 

○松尾委員 私は、このテーマは大変難しい

と思うんです。１つは、今まで行政がやっ

てこられたのは、形容詞を大変上手にお使

いになり、美しくなっております。私も滋

賀県の基本構想の方でワークショップに参

加しておったんですけど、テーマにつきま

して大変ワークショップの仲間たちには不

好評でして、これが一向に直ってないまま

出ております。何の意味かわからないし、

県民に訴える力がものすごく不足しておる

と思います。 

  今回につきましてもちょっと、「水害の

文化」という言葉、私がもう少し理解がで

きておらないので、まことに申しわけない

んですけども、基本的にはもう少し具体的

に、県民がすぐ「あっ、こうだな」という、

どうしても水防災に対しまして、参加しな

ければだめじゃなかろうかなというような、

そういうようなテーマを選ばれた方がいい

んじゃないかなと思って読んでいます。 

○大橋座長 今、松尾委員さんの方から、い

わゆる行政用語みたいな形になって、県民

に対してはインパクトがちょっと弱いんじ

ゃないかとご指摘されたんじゃないかと思

うんですけれど、その他の皆さんの方から

お伺いさせていただきたいと思います。中

村委員。 

○中村委員 「水害文化」って言うたときに、

害を起こす文化という理解になるんでね、

少し、いわゆる防災というか、そういう観

点での言い回しというか、表現の方がテー

マとして適当ではないかなというふうに思

います。だから、「減災」にするとか、「水

防文化」とか、もう少しそういうふうな観

点でもっといい言葉があれば考えたらいい

んではないでしょうか。私は今のところ、

「減災文化」というふうに思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。 

  杉本委員。 

○杉本委員 今の意見に賛成です。 

○大橋座長 今、中村委員、杉本委員の方か

らですね、今のこの「水害文化」よりも、

「減災文化」、「水防文化」というのか、

がいいんじゃないかというような意見が出

たんですけれど、その他の皆さんどうでし

ょうか。 

  北井委員。 

○北井委員 北井です。「水害文化」という

のは、やっぱり水害の「害」という字が表

に出てしまって、私も「水害文化」って何

やと言われたら、詳しくこうですと説明で

きるかどうかちょっと自信はないんですけ

ども、やっぱり被害が出ることをイメージ

する方が多くて、意図している、「自分た

ちが動いて、水防に、地域の防災力を高め

るために動きましょう」というような意味

のイメージには、ちょっと遠くなるかなと

も思います。 

  ですけど、ちょっと「減災文化」という

と、何かやっぱり防災といったときに、今

のところ、やっぱり地震とかほかの災害と

いうのが表に出ているのがほとんど一般的

やと思いますので、何かできたら水防とか

ですね、「水防文化」と「水害文化」は何

か同じなのかどうかって、その辺、私はち

ょっと違うような気もするんですけども、

できたら川だとか水とかに関するような用

語を含んだ言葉にした方がいいのかなと思

います。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。 

  北井委員が今、この素案をつくっていた

だいた中でですね、いわゆる「減災文化」

というと、大きな地震やとかいろんな形が

とらえられるんじゃないかというご意見で

した。今、取り組んでいるのは川の関係の

水害という中から、いわゆる人命を第一に

守っていく、大きな被害につながらないよ
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うにしていくという形にするならば、水害

とかそういうものを入れていただきたいと

いうようなご要望なんですが。 

  成宮委員。 

○成宮委員 もうちょっと大きなテーマに

したらどうかなと思うんですけれども。そ

の水防にしろ、地震にしろ、地震から守る

ことにしろ、自然現象によって起こってい

るわけで、自然の猛威に対して自分はどん

なふうな鎧をかぶるのかというふうな感じ

の書き方の方が、むしろ地域の皆さん、あ

るいは個人的にもよくわかるん違うかなと

いうように思うんですけどね。これやった

ら、だれかがやってくれるの違うかという

ふうな感じになってしまいやせんかなと思

います。 

  柴田委員の発表していただいたそれは、

個人がどうするのかということを多分問う

ておられるんじゃないかなというふうに思

ったものですから、そんなふうなもっとイ

ンパクトのあることをやったらどうかなと

いうふうに思うんです。これは多分大橋さ

んも、そういうことに地域では活動されて

いると思いますので。 

○大橋座長 成宮委員のおっしゃるのはよ

くわかるんですが、具体的に例えば今の水

害文化でいいのか、いや、もっとインパク

トのあるやつとおっしゃるが、その言葉と

してはどういう言葉が妥当だとお考えです

か。 

○成宮委員 一番最初に僕、ここの席だった

と思うんですけれども、自然公物か人工公

物かというところに当たるんですけれども、

やっぱり自然というものを、何ていいまし

ょうか、このＣＯ₂の問題にしてもないがし

ろにしてきたというところが、個人的にも

ないがしろにしてきたというところがあっ

て、今現在の温暖化傾向に示されているん

ではないかな。これによって集中豪雨とか、

そういういろんな問題が発生してくると思

われているわけですね。こういうふうにし

たときに、やっぱりその辺は過去に余り大

きな災害がなかったとかいうことで、自分

を慰めているだけではないかなと思います。

それではやっぱり、この次のステージとい

うのはあり得ないであろうなというふうに

思うので、ここでもっとインパクトのある

ような、本当に、何ていうかな、「自分を

守るために何をやればいいの、あんたは」

というふうなことを、もっとインパクトの

ある言葉で変えてつくっていったらどうか

なという気がするんですけれどもね。的を

得ないお答えになりましたが。 

○大橋座長 今、成宮委員の方から、本当に

我々、住民会議ですのでね、住民一人一人

個人として、もうちょっとインパクトのあ

るやつをと成宮委員はおっしゃるんですが、

言葉としてなかなか難しいところがあるん

です。 

○成宮委員 もうちょっと足して。 

○大橋座長 はい。 

○成宮委員 柴田さんが先ほどご説明いた

だきました、例えば情報の項の４項目があ

りますね。４つの要点といいましょうか、

要素といいましょうか。そういう中に確実

に多くの影にあるのは、トレードオフのこ

とがあると思うんです。あちらが立てれば、

こちらが立たないというやつです。この辺

をきっちりとつくるために、今僕らがやっ

いるん違うかなというふうなことを考えて

いるんです。 

  あそこまではもう定説ですよね。何かこ

れから後に、本当にそういうふうに現場に

おいて、その４つの要素が必要だとわかっ

ていても、これは今もう、だれしもわかっ

ていることだと思います。内容の性質の高

低といいましょうか、高い性質でもって思

っている人と、低いレベルの思い方をして

いる人というのは、多分あると思うんです

ね。そうした中で、そういう方々が、みん

な１つの目的に向かって、例えば情報とい

うのはどういうふうに、例えば吸収する、

あるいは出していくということを言ったに

しても、そこに必ず「いや、そうじゃない」

という人が絶対おられると思うんです。だ

から、そこをどういうふうに、こういう緊

急事態が発生したときに、何ていうか、息

の根をとめるというんでしょうか、そのく

らいのインパクトのあることでないと、そ

れはもうみんなそれぞれの感覚で、「これ

はもうわしは関係ない」というふうな感じ

で逃げてしまうというふうに思うんですね。

というのは、これ、僕は個人ということじ

ゃなしに、地域というふうな見方でお話を

させてもらっています。 

○大橋座長 中村委員。 

○中村委員 私ばっかりで申しわけござい

ません。ちょっと水害ということにだけに
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絞って先ほどご意見申し上げましたけど、

私は私の方の案を見ていただいたらわかり

ますけど、成宮委員もおっしゃったように、

雨と洪水に学ぶ減災対策、減災文化とか、

ちょっと前文のところが違いますので、「雨

と洪水に学ぶ」ということをちょっと追加

して私の意見に入れていただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○大橋座長 今、それぞれご意見が出てきた

わけなんですが、言えることは要するに、

水とか雨とかいう形を入れた中で、インパ

クトのある言葉の表現がどうなのかという

ことなんですが、歯黒委員さん。 

○歯黒委員 災害が起こったときに、いち早

く適切な対応ができるのにはどうすればい

いかということを考えまして、やはり普段

から協働で、協働っていうコラボレーショ

ンで、もう本当の形だけじゃなしに、その

自主防災組織づくりが大切なんじゃないか

なと思います。先ほども柴田委員からの説

明にもありましたけども、それが一番大事

かなと私は思うんですけれども、その協働、

コラボレーション、そういう言葉を、水と

か水害も大事なんですけれども、地震のと

きもありますので、もっと成宮委員がおっ

しゃられたように、大きなテーマにしたら

どうかなと思います。住民と専門家ですね、

住民と専門家、行政とかが協働で勉強会を

するのが大切だと思いますので、それにち

なんだテーマにしていただきたいが、いか

がかなと思います。 

○大橋座長 歯黒委員さんの方からは、災害

は水だけやない、地震やら、もうトータル

的に大きな状態で見たらどうかというよう

なご指摘があるわけなんですが、もう一遍

原点に考えてみますと、流域治水対策なん

ですよね。だから、流域治水という形を最

大限の我々の取り組んでいるテーマと考え

た中で、滋賀県という特色ある状態を入れ

ながら、テーマがいかがなもんかという形

に絞ろうと思うと、当然水とか洪水とかい

うことは出てくるかなということは思うん

ですけれど、それぞれ皆さんのご意見があ

ると思いますんですが、松尾委員さん、何

か特にございませんか。 

○松尾委員 すみません。私はこのテーマに

つきましては、大変慎重に取り組んでいか

なければだめだと思っております。それで

私、個人的にちょっとつくってみたのは、

「みんなで守る新しい滋賀の水害作戦」と

いうようなテーマを今、ちょっと思い出し

たんでつくってみました。ちょっと文化と

いう言葉を広辞苑で調べさせていただきま

したら、文明開化や、文徳で民を教化する

ということです。文化という言葉に私はち

ょっとひっかかっておりまして、先ほどか

らそれをちょっと述べさせていただいてお

ります。 

  以上です。 

○大橋座長 ちょっと中井委員さん、ちょっ

と遅れてこられたので、今、話題にちょっ

とついていっていただけないかなと思うん

ですが、また後でちょっとお伺いさせてい

ただきますけれど、要するに今、テーマ、

一番初めのテーマのところで、先ほど柴田

委員さんの方から、この前、第２回、３回

のいわゆる自助・共助の件についてまとめ

ていただこうということでまとめていただ

いたやつが、資料ナンバー１なんです。こ

の分について、今そのテーマという形に入

らせていただいてですね、テーマが、この

今書いていただいたテーマが「新しい滋賀

の水害文化をつくる」というテーマをつく

っていただいたんですが、これについての

今ちょっと議論の時間をいただいておると

いうことでございますので、よろしくお願

いしたいなと思います。 

  今、松尾委員さんの方から、この文化と

いうのにちょっとこだわりがあるというよ

うな形もございまして、「みんなで守る滋

賀の新しい水害作戦」というような意見が

今提案をされたような状態であるんですけ

れど、この辺がですね、ちょっとずつ変わ

ってきたかなという感じがするんですけど、

柴田委員に北井委員、この件についてです

ね、一つ案を出していただいとる意見と、

新しい皆さんからの意見が出てきたやつを

聞いてですね、どのようにお考えになった

かということをお聞かせ下さい。 

○柴田委員 柴田です。僕はまず、もちろん

このテーマが、これがいいと思って出した

んですけど、これがすべてではないと思っ

ています。ほかにも必ずいいものはあるし、

そんな僕らが勝手に決めちゃったものなの

で、もちろんこれに対してのいろんな議論

は必要だなと思って、そのたたき台になる

ものとしてそれを出させてもらったという
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部分もあります。 

  それと、これは僕が思うことなんですけ

ども、今まで話していたこの第４回目の会

議というのは、自助・共助に関することに

ついて話し合ってきて、まとめて出てきた

テーマなんですね。ただ、この会議で話し

たのは、自助・共助・公助だと思うんです

よ。それで、自助・共助・公助も多少出て

きていますけれども、自助・共助の中で出

てきたテーマというのは、自助・共助に関

するテーマでもいいんじゃないかなってい

う気がしています。さらに今後、一応１０

回と考えますと、あと６回会議があります。

その中でもっと方向性、この会議自体の方

向性、これはあくまで自助・共助の中での

方向性であって、会議の中での方向性とい

うのが、また新たに見えてくるのではない

かなという気もしていまして、これにこだ

わる必要はないと思います。これ、何です

かね、自助・共助に関してそういう方向性

をつくることはもちろん大切ですと思うん

ですけれども、会議を後回しにするって言

い方は、僕も余り適切ではないと思うんで

すけども、今後の会議の中でさらに深めて

いってもいいのではないのかなと思います。

皆様、もちろんいろんなご意見をお持ちだ

と思いますので、そういったことについて、

こういうやっぱり軸となるものは、ぱっと

決めるよりも、もうちょっと深く話し合っ

てもいいのではないのかなと思いました。 

○大橋座長 北井委員、何かございますか。 

○北井委員 北井です。同じようなことを言

おうと思っていたので。まだ４回目なので、

まだ一つ大きいテーマを残していますので、

これを決めたのは、やっぱりこれまでの話

の中から出てきているものを見て、こうい

うふうな感じのテーマかなと思ったもので、

ちょっと仮につけさせていただいています。

提言としての大きなテーマというのは後の

議論も踏まえて決めるべきだと思いますの

で、ここに多分、その言葉を選ぶのに時間

をかけなくてもいいのかなと。今の段階で

は、とちょっと思いました。 

○大橋座長 だけど、テーマという形で、テ

ーマということですから、これを押さえて

から、先ほど柴田委員も北井委員もおっし

ゃったように、これ、公助が入ってないと

おっしゃいますけどね、公助は我々の議論

をする状態じゃないと正直思います。住民

として、いわゆる自助・共助の中で立ち上

げていくことを、テーマにしていかないか

ん問題であって、公助としてそこへどう色

づけしてもらうかということです。だから

やっぱり自助・共助の中でテーマを決めて

いかなんだらいかんのかなと、これは私の

考え方なんですが。だから、柴田委員が言

われたように、これから議論がいろんな状

態になってきて、公助やら検討した中で、

いろいろ変わっていくかわからんと言われ

るけれど、やはり今の自助・共助の中でテ

ーマというのはきちっと位置づけされるん

違うかなというような思いがあるから、私

はここでやっぱりテーマというのをきちっ

と決めた中で、この後の議論に進めていく

べきやないかなという感じがありましたも

のでね、そのことを申し上げたんですが。 

  ここへ多々納先生の方が来ていただいて

います。ちょっとそのことについての助言

をいただきます。 

○多々納アドバイザー きつく言うと隔靴

掻痒であると、今の議論はですね。まず、

内容について、説明者の方もきちっと説明

していない。アドバイザーなのに、きつく

言うとそういうふうに言わせてもらいます。

何を言っているかというと、多分文化とい

う議論をされようとしていることの背景、

あるいはなぜこういうタイトルをつけよう

とされたのかということについての思いを

言われてないし、それからこちら側から言

われている話というのも、言えばですね、

字面の上の話にしか聞こえない。だから、

この中での議論で本来何すべきかというと、

キャッチフレーズがどうこうということよ

りは、ここの中に織り込もうとした心が、

言葉がですね、あるいは内容が一体どうや

ればみんなに伝わるのかって、その内容の

共有があって初めてあるべき話だと思うん

です。 

  そうだとするときに、さあ、中身として

どこまで内容を、皆さんが共有化した自分

たちのものとしてお話になっているのかと

いうところについては、まだちょっとその

点でいうと、柴田委員が言われるとおりで

時期尚早であるというふうに思います。 

  さっき彼が言った最後のところで出てき

たように、だれがするのか、どういう道筋

にするのか、どういうロードマップを描け

るのか、そのあたりの共有化みたいなもの
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がやっぱりないと、どうしたってやっぱり

テーマというのも、はっきり決まらないと

思うんですね。やっぱりここで言うところ

の自助とか共助って何なんだと。 

  僕も、もう一回ちょっとここで提案した

いのは、せっかくまとめてくれたので、だ

から何で「文化」という言葉を使いたいの

か、何でそこに「新しい」という言葉をつ

けているのか、一つずつにそれぞれ本当は

こだわりがあると思うので、そこについて

まずご説明いただきたいなと思いますし、

それからそれがなぜ今度は逆にインパクト

がない。松尾委員のおっしゃることは非常

によくわかるんですね。具体的行動に結び

つくメッセージがないというのは、明快な

ご批判だと。だから、それをテーマの中に

全部入るかどうかはわからないけども、た

だ、そこで言う具体的な行動って何なのっ

ていう議論はまだ足りなかったわけでしょ

う。だから、書けなかったのかもしれない

ので。だからやはり、後で時間、この進行

は僕わかりませんけども、できたらまずも

う一回そこを説明いただいて、その上でも

う少しだけでもお話しいただいたら、議論

が深まっていいのじゃないかなというふう

には思うんですけども。 

○大橋座長 先生、ありがとうございました。 

  今、柴田委員さんと北井委員さんの方で、

このまとめていただいたテーマの本質です

ね、いろいろ思いがあって、このテーマを

設定したということでありますが、柴田委

員やないですけど、後々いろいろと議論し

た中で、先生の方ももう少し深く議論を進

めて、テーマというのを決めた方がいいん

じゃないかなと、こういうことなんですが、

私も確かにね、だけどテーマというのは、

恐らくこれ、２回議論してきたんですよね、

第２回、第３回、自助・共助について。だ

から、ここで一定の認識というのは、委員

のメンバーも出てきているというところの

中で、それぞれやっぱり思いが、先ほどい

ろいろ出ましたんですが、出てきているん

じゃないかなと思います。 

  その中で言えることは、やっぱり滋賀県

らしさというのは、先ほど杉本委員がおっ

しゃった、「三方よし」の話も出たんです

が、やはり特徴づけた中で、この治水対策

どうあるべきかというテーマというのは、

非常に壮大で方向付けが出てきたんやない

かなと思うんですが、文化をつけられたと

いうのか、その辺の北井委員と柴田委員の

ですね、もう少し具体的に、その言いたい

ことがちょっとまだ残っておるような状態

もあるし、このテーマにしたという形につ

いてはですね、ちょっとご説明いただくと

いうのか、考え方を再度いただけませんか。 

○柴田委員 柴田です。僕がこの文化という

ものをつけた経緯といいますか、思いとい

うのはですね、過去の、特に共同のところ

で過去の知恵、先人の知恵というものを大

切にしなくてはいけないと。そこには、や

っぱり過去のそういう昔の方が持っていた

地域に根差したもの、知恵って、それを多

分僕は文化と、僕自身が認識しているんで

しょうけど、そういったものがあります。 

  ただ、僕らの視点、僕のこの世代という

か、世代を代表するのもあれなんですけど

も、から思うのは、昔いいものがあったと、

今はじゃあないんかという、今は昔のその

文化があって、それはいいというのはわか

るんですけど、その文化を踏まえて、じゃ

あ自分たちがその文化の、昔のまねをする

だけでいいのかと考えたときに、やっぱり

そうじゃないのかなという気がして、そこ

は自分たちに合ったという言い方が抽象的

になってしまうんですけれども、例えば今

ある技術であるとか、そういった、例えば

河川等浸水想定マップとか、そういった新

しいものがあると。自分たちも新しい組織

の中で生活していると。そう考えたときに、

過去の文化がいいものなので、それをただ

単にいいものとして言うのではなくて、そ

れをもっと自分なりに加工なり、要するに

新しいものに変えていく過程が、例えば防

災を楽しむというのにもつながるのではな

いのかなと思いまして、僕はこういう新し

い文化という言い方が適切かはわかりませ

んが、自分たちなりに、何ていうんですか

ね、昔の知恵なりを生かして、自分たちの

ものにしていくという思いが大事なのかな

と思って、こういうテーマをつけさせてい

ただきました。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。 

  特に今、柴田委員、北井委員がこの件に

ついて新しい文化を入れたということは、

いわゆる先人たちにいろいろ知恵があって

ですね、我々、現実の状態じゃなしに、い

ろんな知恵をいただきながら、今現在の防
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災に取り組んできているということを大事

にしていきたいな。次に、それを新しい文

化として考えていこうというような形が今

提案されているわけなんですが、これだけ

で時間をとってたらですね、恐らく今日そ

れで終わってしまうんやないかと思います

んですが、今、多々納先生もおっしゃった

ように、もう少し先延ばししてですね、今

提案をいただいている「新しい滋賀の水害

文化をつくる」ということを、一応そのま

まストップ、置いておいて先にちょっと進

めさせていただくということにしてですね、

またその中で大体方向づけができてきた、

テーマをこうしようということになった時

点でですね、これをきちっと位置づけさせ

てもらうということで、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大橋座長 そしたら、そうさせていただく

んですが、その中で今回、資料をつくって

いただいた提言素案の中身についてですね、

皆さんのご意見を伺いたいなと思います。

だけど、言いましたように、テーマについ

ては若干ここへ棚上げした状態で、ちょっ

と進めさせていただくということになりま

すので、テーマの話については置いていた

だいて、その他の件についてご意見をいた

だくということでよろしくお願いしたいと

思います。 

○中村委員 中村です。進行ですけどね、こ

の提言素案についてご説明をきちっとして

いただいた方がいいんじゃないでしょうか。 

○大橋座長 この提言素案というのが、先ほ

ど柴田委員の方から言われた内容なんです。

それで、いろいろあるけど、課題というの

はありますよと最後に言うていただいたの

が提言素案です。 

○中村委員 これ、同じものなんですか。 

○柴田委員 そっち（資料２）をもとに、そ

っち（資料１）の素案。 

○大橋座長 いや、この前、第３回目、樹木

で我々がいろいろやってきましたね、ワー

クショップで。その内容やらを全部含めた

状態で資料１に素案としてまとめましたよ

ということで、先ほど柴田委員のほうから

説明をいただいて、まとめていただいたと、

こういう流れなんです。 

○中村委員 そしたら、全体についての意見

を申し上げたらいいわけですね。 

○大橋座長 そういうことです。 

○中村委員 よくわかりました。 

○柴田委員 すみません、その辺の説明が抜

けていました。 

○大橋座長 中村委員さん。 

○中村委員 そしたら、個々の部分に入って

いくんですけれども、まず５ページのとこ

ろなんですが、５ページのところでこの避

難勧告についてね、たしか豊岡の場合に５

万人に通知をしたけれども、３，０００人

しか避難をしなかった。そのために死者が

出たということなんですね。ですから、避

難勧告については、もう少し切迫感という

か、緊迫感というかね、ある表現で繰り返

し住民に呼びかける必要があるのではない

かと思います。「避難してくださいよ」と

普通にアナウンサーが言うようなんでは、

「うちは大丈夫や」というふうな気分にな

ってしまって、どうしても家には牛もおる

し何とかとなったら、もう出ないでしょう

ね。ですから、もうとちってもいいからね、

やっぱり避難しないと命が危ないですよと

いうか、そういう緊迫感を持ってやらねば

ならんということを表現する必要があるの

ではないかということですね。 

  それから、やはり情報については、僕は

携帯ラジオというのがどうしても必要な項

目に入るのではないかなと思います。現実

的にテレビは見えなくても、電池で動く携

帯であればわかるし、実際、防災無線いう

ても、みんな持っているわけじゃないわけ

で、役所にしかないわけですね。だから、

そういうものが必要ではないかというのが、

５ページでの感想です。 

  それから６ページの方で、ちょっと申し

ます。もう少し山の管理といいますか、源

流の管理の話というものをもう少し入れて

もいいのではないかなと思います。特に公

害との関係も含めて、琵琶湖の関係も含め

れば、そういうことが要るのかなというふ

うに思います。 

  それから、貯水槽といいますか、これは

地域でやるのか、個人でもやるということ

もあるんですけれども、そういうふうな、

流量をある程度調整できるというかね、こ

れは小坂忠さんが提言されたのが一番初め

なんですけど、いわゆる流出量の調整とい

うことが必要なんかなと、そこのところが

ないなというのを思っております。 

  それから、地域で仲よくするということ
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がちょっと薄いのではないかなと。ネット

ワークのところであるんです。ですけれど

も、この６ページ、７ページのところでも、

やはり地域が仲よくして、みんなで助け合

いできるように、もっと祭りとか左義長と

かいろいろみんなでやって、顔見知りにな

るとともに、そういうことが必要なんかな

ということが少し抜けているかなと思いま

す。前、メモで書いたつもりやったんです

けど。 

  それから、次に９ページ、１０ページの

ところに行くんですけれども、会社と個人

のあり方というものを、杉本委員から前に、

会社がやっぱり災害のときは、従業員を休

ませるということが必要なんではないかと

いうふうなご提言がございまして、私の方

から現下の経済情勢からいって、国際競争

に勝たんなんからだめではないかというふ

うなことを申し上げたんですけど、私もい

ろいろ考えて、否定の否定といいますか、

アウフヘーベンというのか、私なりに考え

まして、やっぱり必要なんかなと思います。

若い人がおらなかったら、世帯主がおらな

かったらいかんともしがたいというふうな

結論に私もなりました。 

  その場合に、やっぱりただ単にそれを言

うだけではいかんので、少なくとも県とし

て議会の議決をして、全国にそれを、全国

的な議論を巻き起こすぐらいの感じでやら

なければ、これができないだろうと思うん

です。実際は議論になるだろうと思います。

そういうふうなことで、全国に対して、滋

賀県民はこういうことがあれば、災害があ

れば休みますよということを宣言する。こ

れは単に知事さんが言うだけではなしに、

議会の議決を経てやる、そのぐらいのこと

ではないかなと、そういうことが必要なん

かなということは思っておりまして。そう

すれば、個人も休みやすいし、実際にそう

いうふうな休むというケースは年に何回も

あるわけでなしに、対象期間４０年として、

大卒で３８年ですか、高卒で４２年ですか

らね、だからそういうことで４０年として、

１回か２回あるかないかではないかなと。

そうすると、社会的にも妥当性といいます

か、認められる議論にはなるのではないか

なというふうに思っております。 

  それからもう一つは、これも家庭で非常

持ち出しというものをきちっとやっぱり整

理をするということです。これ、自助のと

ころではっきりとその部分を入れる必要が

あるのではないかなと思います。 

  それから、日野川で非常にいいこと、Ｎ

ＰＯ法人になっておるんですかね、流域全

体での連携の形なんですけれども。私は、

水防法によるところの水防協力団体という

ものに、各流域ごとにした方がいいのでは

ないかと思います。前も少し申しましたけ

ど、白川の流域でもドライブウエーが開発

されると、下の方の銀閣寺で水害が起こっ

たということですし、やはり上流と下流と

いうのは連携をする必要があります。その

災害が起こっているときももちろんそうで

すけども、開発とかそういう面でも上流と

下流というのが協力をする必要があるんだ

と。この水防協力団体というのは、民法の

３４条による社団か財団法人というかＮＰ

Ｏ法人ということに、法上はなっておりま

すのでね。そうすると、財産を持っても組

織として受け継いでいくことができる。個

人のものではないのでね。そういうふうな

ことで必要なのではないかと思います。 

  それから、やはりあくまでも自助という

ことになってまいりますと、力不足ですか

らね、個人としては。ですから、逃げるが

勝ちというと、ちょっと何か負け犬みたい

な感じですけども、そういう点を何かの形

でもう少し文章で強調してほしいなという

ふうに私は思います。 

  それから、危険区域というのは、実際、

なかなか指定をしたりするのは難しいと思

うんですけれども、床上浸水のおそれがあ

るようなところについては、やはりそこに

ある建物自体を移転させるという考え方が

やっぱり必要なのではないかなと思います。

なかなか河川の改修というのは難しいです。

そこらについては、融資制度というものを

つくって、やったらいいのではないかなと

いうふうに思います。これは個人の財産で

すし、補助金という形にはならんだろうな

と。融資でいくべきではないかというふう

なことを思います。 

  大体私としてはそういうふうなものを、

この提案の中に追加していただけたらいい

なというふうに思います。ちょっと長くな

りましたが、失礼しました。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。 

  中村委員のこの前からいろいろワークシ
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ョップ等で取り上げられている内容をです

ね、個々個々述べられたかなという感じが

するんですが、個々個々いろんな状態、い

ろいろあろうと思いますが、またいろんな

ご意見を聞かさせていただいて、それでま

た、それでどうしてもこれをつくり変えて

いこう、これは以下、この中に入っている

かという状態もありますので、先ほど企業

の協力等々についても、ネットワークの中

で入っていたんじゃないかなという感じが

しますし、突端的にまた議論をさせていた

だくということにしたいと思います。 

  それでは杉本委員、ちょっといろいろご

意見があろうと思います。 

○北井委員 ちょっとよろしいですかね。 

○大橋座長 はい。 

○北井委員 すみません、北井です。資料１

の構成というか、私がざっとつくったもの

ですから、意図をご説明したいんですけど、

よろしいですか。すみません、そこの部分

が抜けていたので申しわけありません。 

  前半の部分と四角の枠で書いているもの

は、この大きな紙のこれまでの議論を踏ま

えたものを再分類したものだというふうに、

先ほど柴田委員からもご説明があったんで

すけども、こうやってまとめていくにつれ

て、最後に課題として説明してくださった、

だれがするかだとか、それはどういうもの

か、というものが抜けているなと思ったこ

とがいろいろありまして、やっぱりその個

別のところに、先ほど中村委員のご指摘に

あったように、携帯ラジオの話も、役に立

つものが入ってなかったりとか、そういう

ふうな細かいものというのもまだまだある

と思うんですけども、多分議論は尽きない

という面もあるとは思うんですけど。 

  そこの背景にある意識だとか、何でその

地域で活動しなきゃだめだとか、そういう

ちょっと基本的なことの背景のようなもの

だとかですね、例えばだれがどうやってす

るのかとか、切迫感を持たせた情報って一

体どんなものを出したらいいんやとかです

ね、そういうふうなちょっと考えている話

というのをできたらいいのではないかと思

いまして、この辺の話が抜けているかなと

思ったことを、１５ページの下から課題と

してずっとそれぞれの項目について挙げて

いっているんです。なので、そこのところ

っていうのをもう少し委員会で話ができた

らいいかなと思うんですけども、ちょっと

細かく挙げているところもあって、それを

全部行くかというかは何とも言えないとこ

ろですけども。 

○大橋座長 はい、杉本委員。 

○杉本委員 杉本です。中村委員の意見と今

の意見とを合わせまして、中村委員が私た

ちにコメントしていただいている自主的な

このレポートの中でですね、一つ大事なこ

と、きっちり言うておられることをちょっ

と１回読ませていただきますと、中村委員

がおっしゃっている中に実施体制というの

がありまして、その中に「避難勧告（切迫

感を持って）など、的確な情報伝達と、情

報が無くても危険と思われる事態のときは、

自主防災会の判断で避難すること」、こう

いうことを提案されています。それと同じ

話的なところがですね、今のこのレポート

の中で１６ページです。真ん中に、情報の

中で、災害が起きたとき新しい情報といっ

て、「自主的な避難のためのルールづくり

は誰が行うのか」と、この意見ですね。こ

れ、先ほどのおっしゃった意見と一緒なん

ですが、ここのところです。ここのところ

で一番、私、議論させていただきたいのは、

避難指示と自主避難という２つの言葉につ

いて、もう少しはっきりさせて、それから

議論していきたいなと、そのように思いま

す。 

  これは行政の方に質問する話ですが、避

難指示というのは、これは業務ですね。 

○事務局（中川） 基本的には市町の長が判

断をして、住民に対して指示をするという

ことになっております。 

○杉本委員 それで、自主避難というのは行

政が決められるんじゃなくて、地域の住ん

でいる者が危険だなと思ったときに避難す

るという話で、これは、２つに分ける必要

がございまして、私たちが今議論する話は、

指示をされて避難するというのは、これは

行政の責任の業務の中ですが、自主避難と

いうのは地域で、みんなで危ないなという

ときにする、こういう話だと思います。こ

の点を一つポイントに置きまして、私、過

去の経験で、豊岡で土砂災害の危険地域で、

ここは避難してくださいという判定役をや

りました。そのときに、非常に迷うことが

ありまして、これは大丈夫だけど、万が一

もあるなという隣の家、この処置にいつも
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頭を悩ませたんですが、そのときに隣の家

がですね、「隣が危ないから避難されるな

ら、自分とこも自主的に避難します。」と、

こういうように言ってもらうと判定官とし

たら非常に楽なんです。 

  ということは、どういうことかと言いま

すと、行政が避難指示を出される前にです

ね、これはみんなで危なそうだぞというと

きに、地域で避難をしようと決めて、ある

程度やればと、こういうふうにすれば非常

にスムーズにいくんではなかろうかと思い

ます。ということで、災害が起きたときに、

自主的な避難のルールづくりというのと、

確実に避難しなければならないときと、こ

の２つに分ける話があるのではないかと思

います。 

  それで結局、先ほどおっしゃっていまし

た中村委員の話ですが、ルールづくりのこ

とですね。その辺をきっちり議論すること

が、飛躍的な発展で滋賀の特色にもなるん

じゃないかと思います。その辺のところを

少し議論を皆さんにもしていただければと

思いまして、そこが共通点かなと思います。 

○大橋座長 この進め方、非常に難しくなり

ましてですね、いろいろのことからしてし

まうと、いろんなことが出るやろうと思う

んですが、今、自主避難の問題が出たんで

すが、杉本委員はこれまでの経験の中で自

主避難について、行政の方が出すまでに自

主的に地域の人がやっていただいたので非

常に助かったということもあるんですが、

この自主避難というのは、私の経験上でも

非常に判断が難しいです。だれがそれをす

るか。まず、自治会長とか、その頭がやる

にしてもですね、例えば日野川でも、３４

災から後はそんなに（避難する状況が）な

いんですよね。だから、毎年起こるとか、

３年に起こるとかいう状態であればですね、

それが大体地域にみんな伝達できるんです

が、ところがもう今の２０代の世代、もう

３０代の世代でも知らないと、そんなこと

は。そういう状態だったときに、だれがそ

の自主避難の命令をするかというところの

状態が非常に難しい時代になっているんじ

ゃないかなと思います。 

  だから、それをするまでに、逆に地域の

ネットワーク、地域の連帯感をきちっとで

きた中で普段から、もうだれが指示するじ

ゃなしに、必然的にこういう普段のやりと

りの中で、あそこまで来たらお年寄りが危

ないと言われたぞとか、そんな状態を自分

の身に感じながらやっていかないかんのか

なというのが、私、今、杉本委員からお聞

きしたんですが、確かにルールづくりとい

うのは必要やと思うんですよ。思うんです

が、その判断が、行政が指示する、こうな

ったら、一定の水が来た、５メートルのと

ころまで来ましたから、ちょっと警報段階

ですよ、それからもう７メートル来たら危

険区域になりましたよと。自主防災じゃな

しに、もう命令を出すというようなところ

があるので、はっきりしておるんですけど、

自主防災というとそれ以前に、我々の生活

の中で、あそこまで水が来たら危ないんや

と。この前ちょっと申し上げた、この前、

研修に行ったとこにお地蔵さんがあった。

お地蔵さんのあそこまで浸かったら、大体

もう地域の皆さん、これ、危ないと言うて

るぞという、こういう何かがあればいいん

ですが、そうでないところ、特にいわゆる

新住民というのか、どこあたりの状態は何

を目標にするのやというような議論になる

んじゃないかと思いますがね。 

  その辺が、ちょっと私のご意見を入れた

んですが、今は杉本委員の自主避難のルー

ルづくりというような提案をされたので、

その点についてご意見があったらお聞きし

たいなとは思うんですけれども。 

  多々納先生。 

○多々納アドバイザー 全体の議論の中で

の話の中で、今の点、僕、明快におもしろ

いと思うんです。おもしろいと思うという

のは、単純やと思うんです。県の立場とい

うか、県のＯＢの立場、あるいは行政の立

場から見たら、自主避難してもらうのがも

ちろんいいんですよね。今度逆に住民の立

場からすると、それは県から言われ、県と

いうか、市町村に言われて、「避難せえ」

と言われて避難する方がまだいいですね。

町会長の立場だったら、それはなかなか難

しい。 

  それが仮にできるようになるにはどうし

たらいいか。さっき水害文化と言われたと

きに、それが例えばある意味、「住民の方々

が自分たちで判断して、知恵を受け継ぎ、

どういうところで何をすべきか、みんなが

自分で持っていて、それぞれがみんな、そ

の地域の中できちっと行動できますと、そ
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ういうような社会を目指します。」という

ことを仮にするならば、それには何が欠け

ているのかというのを考えるのにとてもい

い題材かもしれないですね。 

  今、この制度の時期、情報、組織云々と

いう形でやられてきたんだけども、もう一

回ちょっと今のお話を聞きながら考えてい

たのは、水害、災害のサイクルってありま

すよね。災害が起きる前の状態、災害が起

き始めたころ、それから起きてから、その

後復興に向かって進んでいくとか、そうい

うサイクルの中でいろいろすべきことがた

くさんあるし、見つけなきゃならない情報

もあるし、伝えなきゃならない相手もいる。

そういう何かを考えてみたときに、本当に

ここで議論したことが、すべてそのあたり

の部分、例えば住民なり地域なりがやるべ

き内容ということで考えたものが、バラン

スよく入っているかっていうふうに考える

と、ちょっと足りない部分があるんじゃな

いかなと思います。今のお話を聞いている

と、その避難という議論をしたときに、や

っぱりだれがってようわからんと思うんで

すね。 

  そこら辺からでももう一回、時間がない

かもしれないけども、きちっと議論したほ

うがいいのはいいと思うんですよね。今の

避難がちゃんと理想的にできるためには何

が足りないのか。まずもって知識が足りな

いですよね。もうようわからんという話が

まず一つ。もう一つは、情報をとってくる

ための手段もないですね。あるいは、その

手段があったにしても、伝える、今度は情

報をとってくる、どこをとってくるべきか、

この議論。それからもう一つは、何をとる

べきか。次は、とってきたとしたときに、

それをどうやって伝えるか。それを伝える

ときに何を伝えるかってありますね。行動

としての指示を伝えるかどうかっていうの

が今の議論ですよね。避難するかしないか

を伝えるかどうかっていうのは、難しいか

もしれない。そうしたときに、じゃああそ

こは崩れそうだぞ、どうだぞって、そうい

う議論を伝えるべき場所ってどこなのかと

か、あるいはそのときにだれに伝えるべき

なのか、このあたりの話についてもそうで

す。 

  そうやって考えたときに、じゃあそこに

住んでいる住民として、あるいはそこの近

くに働いている従業員として、あるいはそ

この周りをサポートする役所の職員として、

一体何をそこでしていくべきなのか。むし

ろここでは住民としての議論だと思うので、

住民として何が必要なのかということを、

むしろよく考えてみるような、そういう時

間がもしとれたらですね、時間をとっても

らったらよろしいなと思いますけれども。 

○大橋座長 中井委員。 

○中井委員 私の過去の経験から見ていき

ますと、相当昔のことになりますが、由良

川の堤防の近くのまちの中に住んでおりま

した。やはり水がふえてくる。そういうと

きの最終的な避難とかの判断をしたのは、

各自それぞれの家ではないかと思います。

特にどういう避難勧告、そういうのも余り

はっきり聞こえてこなかったです。やはり

そのような状況では「ここまで来たら逃げ

る」とか、あるいは「この道を通っていけ

ば避難場所に行けるのだ」ということが、

もう自分の頭にインプットされているから

行動できるという、先ほど先生が言われた

ようなこと、やはりそれは経験しておりま

す。だが、今は非常にそういう面では難し

い。体験がないということがございますが、

そこのところを何かで「みんなが知る」と

いうことが必要だと思います。 

  それから、たまたま大学のほうで授業を

持っております。大学ではたしか、台風の

場合、風速何メートル以上になれば休講と

いうように決めています。恐らくその中に、

大雨とか水害の場合にはどうするというの

が入ってないように思います。将来、水に

対してどうするかということも、学校とか、

企業でそういう取り決めをしたりして、各

自注意する必要があると思います。 

○大橋座長 今、また中井委員の話からも出

ましたんですが、よく考えてみたら、確か

におっしゃるとおりなんですね、いわゆる

水害から人命を守る、人の命を守る、それ

が究極的な意見やないかと思うときに、や

っぱり自主避難は重要です。先ほど中村委

員が言われた、逃げるが勝ちやという話を

されたんですが、それぞれどういうルール

で、そこへ避難するか、どういう時点で避

難するか、その１点に尽きるんじゃないか

なという感じがしますね。そのためには、

１人じゃなしに、家族もそうですし、地域

もそうやし、また全体の中でどうそれを対
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応していくかという形に尽きるかなと思い

ます。先ほどいろいろ議論になった中で、

そんな感じがするんですよ。 

  例えば３４災に、私とこの日野川が何カ

所か決壊しまして、７メートルから水に浸

かったところがあるんです。そこでも死者

は１人も出してないんです。どうしたかと

言われたら、やっぱり避難ですね。自主避

難です。だれに教わったやなしに、もうと

にかく自然に情報を聞き、まだ決壊してな

いけれど、避難が先やって避難をした。と

にかく先に牛やらを出して、それで自分が

後なんですが、避難したという形で、それ

から決壊したぞという鐘が鳴ったから、そ

のときはもう全部避難してたということも

あって、死者を１人も出さなかった。あの

大きな災害のときにね。 

  ２６災のときは、いわゆる旅芸人という

のが亡くなられていますが、それも旧の在

の人は１人も亡くなってない、やはりそれ

なりに伝達方式がきちっといっとったとい

うことです。いや、これはもう暗黙の中で

ね、だれがどうせえこうせえやなしになっ

てきたんやないかな。改めて新しい文化、

そういう昔からの知恵を生かしていくのな

らば、そこのところが一番自主避難するの

にはどういうルール、どういう方法がある

のかということを議論するだけでもね、こ

れは地域、家庭だけやなしに地域も全部含

めてしたらいいんかという、１つの大きな

大前提やないかなというような状態を考え

させていただくことになりましたんですが、

その件についてですね、ちょっと時間をと

らさせていただきたいと思うんですが、皆

さんのご意見を賜りたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

  杉本委員。 

○杉本委員 地域の活性化ということがキ

ーワードになると思うんですが、水害とい

うときに一番ポイントになりますのは、私

たち全体の老齢化、これを抜きにしては語

れない。ここのところが一番難しいなとい

うのは、現在私自身思っていることで、老

齢化とこの避難ですね、その辺で。そうし

ましたら私の結論は、老齢化すればするほ

ど早く自主避難を開始しない。ということ

はどういうことかといいますと、避難する

場所をですね、早いうちに受け皿としてつ

くっていただきたい、また作らないと避難

できないというようなこともありまして、

その辺を意見聞かせていただきたいと私は

思います。 

○大橋座長 多々納先生。 

○多々納アドバイザー しゃべり過ぎるか

もしれません。やっぱり地域の積極性とい

う議論をもう少し考えるべきだと思うんで

す。そのお話にしても。要するに、受け皿

を提示していただきたいとかっていう話で

は多分なくて、どこなら逃げられるか、各

地域の人たちが自分たちで考えている。考

えているんだけども、幾ら調べていっても

もうないと。このときは、何とかしてくれ

んかということを県に言っていくところは

どこにあるかと。むしろ言いに行くときに、

どういうサポートが受けられるのか。何も

なしに不安やと思うから言いに行くのか、

言いに行ったらだれかちゃんと相手をして

くれるのかと、こういう議論がやっぱりあ

ると思うんですけど。 

  要するに、地域の中で本当に考える素地

をつくれているか。つくったときに、それ

がつくれるために何が足りないのかと。例

えば知識という議論ももちろんありますし、

それから今の高齢化、あるいは老齢化って

ことがあったときに、過去の知恵が確かに

伝承されている地域かどうかで、これ、幾

ら高齢化していても、それは違うかもしれ

ません。昔の知恵がある高齢者の方がおら

れるところと、そうでないところもあると

思いますね。そこら辺の地域の中での住民

の間の知恵の伝承という議論、それから周

りとの連携の話。今のその地域全体で、日

野川流域なら日野川流域の中でいろいろ受

け継がれているものを、つなげるだけでも

違うかもしれないという議論がある中で、

今のスコープ、事業観から見ていったとき

に、確かに高齢化していく。それで、ほと

んどの人が共稼ぎである。共稼ぎといいま

すか、域外で生計をとられている方が多い。

そういう状況の中で、じゃあ実際に人が死

なないような避難体制をどう考えていった

らいいのか、これだけだって非常に大きな

話ですね。 

  ここについても、そこでやっぱりどうし

ても自助・共助・公助といったときに、行

政の役割というのはある程度どうしても出

てくるんですよね。だけどもやはり、だか

ら多分、最後のこのまとめという提言書み



2008.6.28 滋賀県流域治水検討委員会第 4回住民会議 

 

 

- 17 - 

たいな議論というのは、行政の役割を抜き

にして書くのは非常に難しいと思います。

ですが、とりあえず今のところの中で、今

まで議論した中で考えていかなきゃならな

いことという話は、多分災害が起きる前に

どうするかっていうことはそんなに多くな

くて、起きた後から、起きるあたりからど

うするのかという議論が多分多いから、避

難の話の議論はもっとあると思いますね。 

  だから、高齢になってきたときに、どう

いうふうな取り組みが実際にあり得るか、

あるいは今の少子のところでもそうですけ

ども、今の地域の中でどういう取り組みと

いうのが、実際にあるけれども、それが阻

まれている問題点みたいなものをもう少し

挙げていけばいいのじゃないかなと思いま

す。 

○大橋座長 いろいろとこう話が伯仲して

きたわけなんですが、私もこれ、先、後と

いうような状態ではないんですけれど、せ

っかく県が流域治水対策というような状態

を住民会議というのを持っていただくこと

になった。これから情報やとか、伝達やと

か、組織づくりやという問題なんですが、

私はこのメンバー１０名がおりますから、

これが自分とこに帰ったとき、そのときの

地域、今日のこの先達している皆さんがリ

ーダーになって、やっぱり新しい組織づく

りを手がけていく。また、それを次の段階

に持っていくとかいう形が、まず大事かな

というようなことを思っております。 

  そうでないと、その中で少し自分とこか

ら離れたところの、また新しい新興住宅の

方たちと議論した中で、我々はこうやった、

ああやったと伝承もしながら、また今の新

しい文化というのも取り入れながら、考え

方も取り入れながら、地域で独自のやっぱ

り避難方法・仕方等々があるんじゃないか

なということを、これまたちょっと先の方

の状態を先に申し上げてきたんですけれど

ね、そういう中が特に必要やないかなと思

います。自分一人で情報を持っていてもい

かんし、やっぱり地域で共有し、またそれ

を伝承していく。それは上流から下流まで

一体とならないかんわけですけれど、そう

いう形が必要じゃないかなということを切

実に感じているものでございます。 

  というように、私も日野川を守る会をつ

くった中で、上流の日野から下流の八幡ま

で、メンバーがやっぱり１０人ぐらい、い

つも飲んだり食べたりしているメンバーが

おります。そのとき、いつも言えることは、

やっぱり同じ共有のそういう知識を持って

いるんですよね。だから、それをお互いに

投げ合い出しながら、こうやああやと言い

ながら、やっぱりそれが一つの文化であり、

また地域に根差した避難の一つ大きな手だ

てになるんじゃないかなというのを痛切に

感じる点があるんです。 

  だから、そこのところがですね、これか

らいろんな、先ほど杉本委員がおっしゃっ

たように、特にやっぱり高齢化という状態

を考えていかないかんようになってきた。

それを織り込みながら、またどうあるべき

か。私は、例えば今、来ていただいた皆さ

んがそれぞれの地域の状態でネットを広げ

ていく。それを今度はまた、公助としてそ

れをサポートしていく。それについて支援

をしていく。そうでないと、もうそこで行

きどまりなんですよ。だから、そこのとこ

ろをきちっとやっぱり、公助の中でこんな

んは我々がやることやから、公助は余りど

うすることやないんですけれど、やはりそ

このところは、我々がやるためには水を注

いでいただく、ちょっとやる気にしていた

だける、そういうのは公助としての大きな

役割やないかな。そのためには自主的にや

らないかん。やっぱりそこの地域は、燃え

ているところは燃えているところの中に、

やっぱりそういう被害者は出ないと思いま

す。だから、それがためにどうあるべきか

ということが大きな議論じゃないかなとい

うことは思うんですわ。 

  だから、私ちょっと、熱弁ふったような

状態になったんですけれど、それぞれの地

域の皆さんがあると思いますし、自主避難

の状態が出てまいりましたので、この件を

ちょっと整理するような感じでしていただ

かなきゃいかんかなと。ただ、この今回の

やつも、第３回やらさせていただいて、あ

と柴田委員と北井委員の方で大体提言書を

まとめていただきました。ということで、

今日は皆さんの状態を出していただいた。

出すだけ出していただいたやつを、活発な

ご意見をですね、これをまとめるには再度、

北井委員やら柴田委員が来ていただいてい

ますので、いろんな状態を言われたよ、あ

あ言われたよみたいな状態も含めてですね、
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もう一遍再度まとめていただこうと思いま

す。私も、またアドバイザーの先生も入れ

ていただいて、一緒にまとめていこうとは

思うんですが、その中で特にそういう点が、

先ほど杉本委員がおっしゃったような感じ

で、老齢化というのを頭に入れてやってみ

ようというようなことは、やっぱり一つの

大きな提案だと思います。それも入れなが

らしていくと思いますんですが、その辺で

もし参考になるご意見とかございましたら

ですね、ぜひお聞かせ願いたいなと思うん

です。 

  ちょっと休憩させていただきましょうか。

１０分ほど休憩させていただきます。 

（１４時３３分 休憩） 

（１４時４６分 再開） 

○大橋座長 お待たせしました。再開をさせ

ていただきます。 

  今日は、４時にはここを終えたいという

ような形になっておりますので、若干ちょ

っと急がせていただいていることをお許し

いただきたいなとは思います。 

  先ほどちょっといろいろ確言に入ってい

かないかんの違うかとか、いろいろな状態

のご意見もいただいておるんですが、今、

自主避難ですか、とか自主防災と、いずれ

にしてもまず我々独自、個人で何をしなき

ゃならないか、地域で何をしなきゃならな

いかというようなことの原点に返ってくる

とですね、やっぱり先ほど自主避難の問題

とか出ていましたんですが、このことにつ

いてもうちょっと時間をとりたいと思うん

ですが、皆さんの考えを聞かせていただき

たいなと思います。 

  松尾委員。 

○松尾委員 先ほどからちょっと避難につ

いて大分議論されておるんですけれども、

一応自主避難と避難勧告ですね、行政が出

す、そういう形になってくるとは思うんで

すけれども、これにつきましてはやはり自

主避難の方が先であって、避難勧告の方が

後という解釈をつけていいんでしょうかね。 

  先ほどは、避難につきましてちょっとテ

レビの、仙台・宮城大地震のときなんです

けど、避難しない方が二、三人いらっしゃ

います。どうしてもしないんです。この事

を、私は心理学の先生のお話を聞くと、絶

対そういう人がいるということです。それ

が当たり前だという。その人たちまでをど

れだけ説得できるか、自治会が、行政も。

今でもまだ頑張っていらっしゃると思うん

です。そういうことを災害地でも耳に聞い

ております。 

  また、先ほどの高齢者の把握につきまし

て、これは大変で自治会長では把握し切れ

ません。これは民生委員しかちょっと無理

です。ひとり暮らしのことは、民生委員し

かご存じないです。そういうことを考えま

すと、やはり民生委員を巻き込んで自主防

災についてはやっていかなだめだというこ

とを、私も一番初めに提案させてもらった

ときのメモには書いております。 

  そういうことで、やはり避難につきまし

ては、どこで決断するかということは、や

はり長になった人たちは大変ご苦労される

と思いますけれども、その辺につきまして

も、やはり早く避難してよかったなという

のが住民の思いだと思いますし、そのあた

りを怠らず、先にやっていくべきだという

のが私の考えでございます。 

  以上です。 

○大橋座長 今、自主勧告が、自主勧告いう

のか、避難勧告が出ても避難しない人がい

るんだと。これは今だけじゃなしに、２８

災の日野川のときにもですね、決壊があっ

たときに、あるお年寄りが絶対避難しなか

ったのが出まして、最後は水に浸かったも

のですから、船を出して助けに行ったとい

うことを言われるんですが、何ぼ説得して

も「もうわしはここで頑張るのや」という

て言われたということをね、もうよく言わ

れていますので、私も頭の中にずっと残っ

ておるんですが、最後にはもうほうっとけ

ないから、船を出して、そこまで行って助

けたというようなことも言われてましたん

ですけどね。確かに地域、地域で、この間

からのテレビも見させていただいて、「ど

うしてもわしはここで住むのや」というこ

とで、避難されてない方を目にしたときに

ね、やっぱりどこにでもそういう方はおら

れるんやなということはですね、私もこの

間から見させていただいて、実感として考

えておったんですけれど。 

  ほかに。歯黒委員さん。 

○歯黒委員 私の住んでいるところは公民

館から２キロほど離れた、２２軒の小さな

字です。家が小高い山の上にあったり、中

途にあったり、石垣の上に家があります。
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日野川の上流にありますので、水害に加え

て、地震で山道がずれ落ちることが心配で

す。地震と水害が同時に来たら私の住んで

いるところは全滅やなと思ってしまいます。 

  いざという時に備えて訓練や勉強会をす

ることが大切だと思います。もし起こった

とき、どう動けばよいのかについて、私た

ちの字全体で考えなければいけないと思っ

ています。日野町へ聞きますと、１年に１

回だけ説明会をしているとのことでした。

避難場所はここですとか、災害が起きたと

きにはこうしてくださいといったことです。

各字を回るのに１年かかるとおっしゃいま

した。私たちは行政だけに任せるのではな

く、自分たちにできることは何かを考えて、

字、地域全体が助け合って、安全を確保す

ることが求められている思います。この間

起こった地震のニュースを見ていましたら

孤立していた場所を、他の人がだれも知ら

なかったところがあって、情報が伝わって

いない恐ろしさを感じました。 

  私たちの字と同じだなと思ったんですけ

れども、そういうところにもやっぱり先ほ

ど中村委員が言われたように、携帯のラジ

オを持つことも大事だなと思いました。災

害の意識を強く持ち、勉強会を何度もやる

ということが大切だなと思います。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。 

  今、歯黒委員さんおっしゃったように、

行政任せじゃなしに、自分ところの地域は

自分たちで守るんやという強い考え方にな

ってきたと、こうおっしゃったんですが、

まさしく自主的に避難するなり、組織づく

りをするにしても、その辺が一番大事かな

と思います。といいますのは、この会の１

回目やったか２回目やったかと思うんです

ね、自主防災組織が滋賀県でこれだけでき

てますよと言われたけれど、現実それが機

能しているかと言われたら、若干クエスチ

ョンじゃないかなという感じがするんです。 

  自主的にやっぱり我々がつくらないかん

というところについては、活発に活動され

ておりますが、行政からつくってほしいと

いう形でですね、トップダウンで来ている

組織は本当に形だけになっているんじゃな

いかな、それで本当にいいのかなというこ

とを改めて思いますので、こういう委員会

の中では自主的にやはりやっていく。地域

を巻き込んで、自分らがリーダーになって

やっていくという意気込みになってやって

いかなければ、まずこの住民会議の中の効

果というのか、それがこれから発揮するに

おいても、それが一番大事じゃないかなと

いうような感じがしますし、私自身もその

熱い思いでですね、私一人にとどめるんじ

ゃなしに、日野川の上流から下流まで一切

人の災害、被害は出さないという思いで取

り組まなければいけないかなというような

思いがあるんですけれど、なかなかそれは

難しいですけれど、やはりちょっとずつそ

れを広げていくということも大事かなとい

う熱い思いがするんです。 

  そこで成宮委員、いろいろだれがすんね

んというような状態になるやろうとは思い

ますんですけれど、その辺がですね、自主

的な避難、また防災組織というのは、やっ

ぱり自分らがまずリーダーになって取り組

んでいかなければいかんのやないかと思う

んですが、成宮委員、その辺はどうなんで

しょうか。 

○成宮委員 全くそのとおりだと思います。

その中で、これも一番最初に言わせてもら

ったと思うんですけれども、これは建設省

の段階なんですけども、大垣でＩＴＶ、白

黒のテレビだったと思うんですけれども、

それを河川の区域の中にセットをされて、

そして今の水位がどういうふうな状況なの

かということを、情報として役場に、役場

だったかな、役場だったと思うんですけど

も、ちょっと市や町の名前は忘れましたけ

れども、そこへ情報を流されて、そしてそ

の情報を町民の方に防災無線だったか、防

災テレビだったか何かで出されたと。いわ

ゆるビジュアルモチベーション、要するに

それによって、視覚によって自分をどうい

うふうにしていったら、どうするかという

ことを高められたというふうなことで、そ

のときにかなり大きな被害が出ていた、農

地としての被害が出ていたんですが、人的

被害は全くなくて、みんなが共通の話題の

中で動くことができたということを、そこ

の市長だったか町長だったか、首長さんが

おっしゃっていたのを記憶しているんです。 

  私たちの町にそれを置きかえてみて、じ

ゃあどうするのかということになるんです

けれども、現状として私たちの町は自警団、

いわゆる消防の自警団がいます。そして、

いわゆる官の方からどのぐらいの水位だと
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いうことが出て、そして先ほどおっしゃっ

ていただいたみたいに避難しなければなら

ないような指示が、いわゆる官の立場で出

てくるわけですね。こういうふうなときに、

じゃあそしたら自警団がどういうふうなこ

とをやればいいのかということすら継承で

きてない。防災訓練なんかでは、木流しと

か竹流しとか月の輪とかいろんなことをや

るんですけれども、じゃあどういうときに

やるのということすら伝承できてない。そ

れを言いかけると、難しいこっちゃ、もう

やめとこうって話になってしまいます。 

  この辺がですね、結局、危機感が全くな

い。すなわち自分だけよければいいという

ふうな感覚になっておられる方が多い。そ

の割に地域にとっては、私たちの町はまだ

２０％弱なんですけれども、高齢化率です

ね。じゃあそうかといって、若い人が多い

かというとそうじゃなくて、もう我々クラ

スの人間ばっかりになっているというふう

な状況なんです。じゃあ本当にどういうふ

うな形で動けるのかということを、すなわ

ちどういう情報を入手するのかということ

の手段が何もないんです。 

  昔の方は、自分たちのところをきっちり

守ろうということで自主的にやっておられ

た。それも言ったと思うんですけど、一つ

の伝達の手法として守山の水保町ですね、

あそこでは旧の堤防のところに、牛を全部、

台風が近づいてくると、もうそこに全部放

牧される。そうすると、牛独特の声という

んでしょうか、そういうのが風によって伝

わっていき、こういう状況になれば牛が鳴

くんだというふうなことをみんなが察知し、

そしてその避難体制に入ることができると

いうことで、そういうことをずうっと続け

ておられた。もちろんそのときは、一家に

一頭は必ず牛がいたというふうな状況の中

での話なんです。 

  もう一つ、ちょっとこんなことを言うと

笑われるかもわかりませんけれども、井伊

直弼が桜田門で殺害されましたですね。こ

のときに官が伝わってきた、要するに藩と

して藩士が殺されたということが伝達する

よりも、近江商人の方の伝達の方が早かっ

たということを地域の人はおっしゃいます。

これだけ伝達網というのがきちんと整って

いたということなんでしょうが、こういう

ふうな組織、伝達も組織というとおかしい

けども、情報をいかに正確に伝達していく

かということを公助の中でやっていただけ

れば、まず。そして、それによって、どう

いうふうなシステムをつくっていくのかと

いうことを、ぜひお願いしたいなというふ

うな気持ちでいっぱいです。 

  こうすることによって、今日の提案では

ありませんけれども、インパクトのあるこ

とが出てくれば、雨による災害、いわゆる

洪水というのは、大体起こるということを

ほとんどのところは経験していると思いま

すので、こういうことに対してのきっかけ

はすぐできるのではないかなというふうに

思います。 

  特にこの辺はご苦労なさったところでは

あるだろうとは思いますけれども、ＮＰＯ

なり、いろんな民間の組織もできるであろ

うし、こういうふうなことについては素早

く取り組めるのが、大体滋賀県民性ではな

いかなというように思っています。 

  以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

  いろいろご意見もあろうと思いますが、

今日のこの提言をしていただいた中で、課

題というのがありましたね。だから、その

課題についてですね、ちょっと時間的な状

態も余りないんですけれど、もう一遍整理

していただいて、課題についてですね、ひ

とつ柴田委員と北井委員からですね、こう

いうことが課題じゃないかという形で出し

ていただけたらありがたいと思うんですが。 

○柴田委員 柴田です。すみません。僕の説

明の不手際というか、よろしくない点もあ

りまして、ちゃんとお伝えし切れてなかっ

たんですけども、僕らがこうやって意見を

まとめる中で、そういう一般論というか、

こういうのがいいよというのはよくわかる

んですね。こういうのがいいよという意見

は、すごい今まで出ているんですけど、じ

ゃあ具体的に、そのいいよってことを実現

するためにはどうしたらいいんやというこ

とが抜けているんじゃないかという思いで、

その課題というものをつくらせてもらいま

した。 

  それで、そのいいよと言われているもの

を実現するためにはどうしたらいいかを考

えたときに、出てきた答えが、だれがする

のかとか、どうやってするのかっていうこ

とで、そこが明確にできれば、その先、多々
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納先生にも教えていただきましたが、提言

になるんじゃないのかなという思いで、こ

の課題というところを、そのまとめなんで

すけれども、あえてつくらせてもらったと

いう経緯がありまして、その具体性という

のは、先ほど自主避難であるとか、組織を

つくるべきだとか、その情報伝達仕組みを

つくってくださいとか、そういう、それを

またどうするのかとか、そういう具体的な

議論がこの場でできたらなという思いがあ

って、つくらせてもらったんですけど、ど

うしましょう、個別に見ていくと、ちょっ

と量が多いですが、ほかにも言いたいこと

が。 

○北井委員 ありません。 

○柴田委員 そうですか。という思いで課題

が。 

  それで、ただ、その課題を具体的に、こ

れをどうするんやというので挙げたのが、

その提言書の１５ページからになるんです

けども、一個一個議論していくと、ちょっ

と時間の関係もあるし、もちろんここに出

てない課題というのがたくさんあると思う

んですね。もっとこれもせなあかんという

皆さんのご意見があると思うんですけど、

そういうのはどういうふうに進めたらいい

でしょうか。 

  僕、その先ほどの自主避難とかいう話も

ありましたけれども、どうでしょうね。そ

の自主避難をするときには何が必要なんや

という視点から、何かいうので、その必要

なものが出てきて、じゃあその必要なもの

はどうやって実現しますかとか、そういう

順番でもいいのかなとかちょっと思ったり

しているんですけれども、どうでしょう。

この課題についても、もちろん僕たちは議

論してない状態で終わったんですけど、進

め方というのがちょっと。 

○大橋座長 「情報」、「人」、「組織」、

「ネットワーク」ということになっている

んですが、情報、先ほどいろいろ議論した

んですけどね、恐らく課題の中に全部入っ

ていると思うんですよ。全部網羅されてい

るんやないかと思うんですが、その中で情

報なら情報、この中で特に今議論の中で、

この件、それでまた人は人の中やったらこ

ういうことを大きくポイントだけつかんで、

これだけちょっと一遍皆さんのご意見を聞

いておきたいなというような状態をテーマ

にしたいと思います。というのは、これか

ら後、またそのお二方と先生を入れて、い

ろいろ進め方やらまとめ方をどうしようと

いうことをしなきゃならないので、今日は

もうみんなまとめにはいかないから、そう

いう中で考え方を出していただくというこ

とにさせていただきたいなと思うので、そ

の辺ちょっと絞っていただきたいんですが。 

○北井委員 北井です。情報と人と組織とネ

ットワークと分けましたので、それぞれ何

かここが一番重要じゃないかというところ

の課題というのを言わせてもらおうと思い

ます。 

  「情報」というところは、今までの話の

中にちょこちょこあるんですけども、余り

関心がない人に、どう伝えるかということ

ですね。この前のツリーになっていた樹形

図の議論にも出ていましたけども、どうや

って多くの人に知ってもらうのかというふ

うな方法、情報の伝え方を考えるべきなん

じゃないかなと思いました。もう少し県民

としてというか、何か方策とか考え方みた

いなものを出せればいいんじゃないかなと

思いました。 

  「人」というところなんですけども、人

はですね、結構ここは地域で防災活動をし

ましょうとかですね、ハザードマップの整

備をしようとか、地域の防災訓練の話とか

の項目が多かったんですけども、その地域

でそう取り組むことは何で必要なのかみた

いな話で、そこの防災活動を地域でするこ

との意味のようなもので出せたらいいのか

なと思いました。 

  「組織」のところですけども、組織はで

すね、さっき休憩の間に中村委員が、一つ

とにかく組織をつくらせることやという話

も出ていたので、新しい組織をつくるのに

どうしたらいいかという話が、ちょっと入

っているなと思いながら聞いていたんです

けども、今ある組織がどういうところが悪

くて、例えば見直しをするというふうにな

ったときに、どういうふうな、こういう組

織になったらいいんだというイメージのよ

うなものというのは、まだ具体的には出て

いないのかなと思いましたので、その辺の

話ができたらいいなと思いました。 

  「ネットワーク」というところなんです

が、ネットワークではですね、ちょっと待

ってくださいね。ネットワークは、家庭だ
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とか近所だとか、あと地域内とか、もう少

し広く、大橋座長もよく言われているよう

に、上下流、流域としての連携だとか、い

ろんな規模の違う連携の方法があるという

ようなことで、それぞれの項目が上がって

いたんですけども、これは例えばどういう

ふうに、どこが指導して、ここの連携をす

るかとかですね、何かその主体とか、それ

ぞれの連携がどういう意味で必要になって

くるのかというところを、もう少しはっき

り示せたらいいんじゃないかなと思いまし

た。 

  例えば上下流で連携しておいたら、いい

ことがあるのかとかですね、そういうふう

なことをもう少し話が出たらなというふう

に思って、挙げさせていただいています。 

  以上です。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。 

  何かもう、今日の絞るところは、もうす

べてそこやなかったかなというような感じ

がしてきたんですが、何か前段の方で大分

ごたごたとしてきてですね、ちょっといろ

いろ回りくどい話になったんですが、今、

今回の提言の中で課題というのを出してい

ただきました。その中でですね、情報につ

いては、余り関心のない人に情報をどうし

て伝えたらええんかとか、どのようにして

多くの人に見てもらうとか、知ってもらう

とか、気をとめてもらうとかいうような状

態については、どうしたらいいかとかいう

ことを大体これ、絞ってまいりましたので、

情報のですね。この４つ、先ほど北井委員

の方から話をされた、これを絞ってですね、

ここで意見交換をちょっとさせていただき

たいなと思います。今日時点で、全部この

４項目について議論が尽くせないかもわか

りませんけれど、ここのところをちょっと

整理してみたいと思いますので、情報の気

づきの情報、新しい言葉なんですが、この

中で出ている分についてのちょっとご意見

があればいただきたいなと思いますが。 

  中井委員。 

○中井委員 情報ということですが、結局、

この気づきの情報とか何とかいうところは、

教育ということになるのではないかと思い

ます。その本当の必要な情報、例えば今、

大雨が降るので逃げないといけないという、

本当に差し迫った情報とを区別する必要が

あると思います。 

  そういうことで、先ほど成宮委員が言わ

れました、川にＩＴＶを使って、それで本

当にどういう状態かというのを知る、まず

そのような情報網、やはりこれが非常に大

事なことではないかと思います。こういう

ことの判断ができる一つの全体的な手段と

して、情報を活用可能だと思います。 

  そういうことで、逃げるかどうか、そう

いうふうなことも恐らく判断できてくるで

しょうし、いつの時点でそういう危ない状

態になるかということも分かる面もありま

す。だから、情報というので、その教育と

いうことと２つに分ける必要があるのでは

ないかと思います。 

○大橋座長 中井委員の方が、情報というの

はざっとなってわかりにくいということで、

教育という形をこの中に取り入れる必要が

あるんじゃないかなというご意見が出てま

いりました。 

  その他、特にこの今、情報伝達の方法に

ついて、杉本委員。 

○杉本委員 情報の伝達なんですが、この間

の地震のところを見ていましても、地震が

何秒後に起こりますよという話がありまし

たけれど、そうして情報の伝えたいところ

にですね、情報の機器をもう無条件に設置

するというのが一番早いのではないかと思

います。といいますのは、情報があって伝

えたい人が、初め、大雨降りますよと、注

意してくださいよと。その注意する、例え

ば首長さんとかそういう、いろんなところ

がありますね。そういうところへ、もう初

めからその機器を設置しといたらですね、

なったときには「ぴっ」と鳴るというので

聞いてもらえるというふうに。ＩＴの今の

新しい道具をですね、少しお金がかかりま

すけれど、結果的にそれを使うのは、情報

の伝達としては一番安いのではないかとい

うふうに私は思います。 

○大橋座長 今、情報についての機器の設置

だということをおっしゃるんですが、今回

の震災の中にも、例えば何メートルまで水

が来たら、ボーっと鳴る、警報を発すると

いうような機器を取りつけたというように

聞かされてますしですね、もうそんな状態

やったら、非常に低コストの方でいくん違

うかと。自治会長さんとか、そういうとこ

ろの方に、その設置が見直されるような状

態ができないかというようなご意見だろう
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と思います。 

  中村委員さん。 

○中村委員 情報というふうな表現なんで

すが、災害が起こったときの情報なんか、

気づきといいますか、目覚めるための情報

なのか、ちょっと整理できてないんですが、

私はまずやっぱり正しい目覚めをしていた

だく、水害について、これが大事であるの

ではないかというように思っています。こ

れをするためにはどうするかということな

んですね。 

  私は先ほど、ちょっと休憩時間にも申し

上げたかもわかりませんけれども、やはり

県庁の職員、市町村の職員がまず水害が起

こるかもしれませんよと。今全然起こらな

いようなところでも、場合によったら瀬田

川だけがはけ口なんだから、琵琶湖があふ

れて、全部水つくかもわからんのですよと。

極端に言うたらそういうことも含めてね、

やはり災害の危険ということを、何度もや

っぱり県民に知らせていくということが必

要ではないかと思います。そして、その自

覚を高めていく方法として、県庁なり市町

村の次には地域のリーダー、そして各住民

というふうな順番で何度も繰り返してやる

と。それだけではなかなか出席しない人も

おりますので、私は例えば水害に関する、

何でもいい、みんなから標語といいますか、

何かそういうものを集めてね、３１個佳作

をつくって、それを万年暦にして、毎日、

１日ずつめくっていったら、こういうこと

でということが、これは一つの例ですので

ね、こんなことを書く必要はないかもしれ

ませんけれど、そういうふうな万年暦を、

そういう水害の標語をですね、書いたもの

を全家庭に、これは全家庭に配布をして、

日めくりのかわりに使ってもらうとかね、

これは例えばの話です。 

  そういうふうな形で、とにかく県の職員

と、県と住民とが信頼関係を持って話がで

きるということを出発点としてね、そして

何度も繰り返してやると。ほとんど県とい

うよりかは市町村がやるんだと思いますけ

れども、市町村も住民と信頼関係を築く中

で、何度も何度も繰り返して、災害が起こ

るよと、起こる危険性があるよということ

で、住民にそういう目覚めといいますか、

先生のお言葉でいえば気づきといいますか、

そういうふうなことをまずやるということ

が必要と思います。 

  そして次に、私はやはり新しい住民も、

人口が７０万ぐらいが、今１５０万ほどに

なっていると思うんです。７０万というの

は、私が小学校で習った時分の人口ですね。

これは５０年ほどでそうなっているんで、

５０年から６０年でそうなっているんで、

やっぱり新住民も非常に多い状況ですから、

やはり組織を何ぼつくれというても非常に

難しい。組織について、やはりもう強制的

につくらす。強制的につくると、なかなか

名前だけになるのでね、私はまずは自治会

と防災組織とが一体でもいいのではないか

と思います。 

  先ほどちょっと民生委員の話がありまし

たけども、私ら、野洲市の場合でしたら、

民生委員は自治会の役員の一つになってい

ます。ですから、必ず入っていますんです

けども、小さい自治会はおらないところも

あるのでね、あれかもしれませんけども、

ただ弱者については敬老会をやったりいろ

いろやりますので、７０歳以上は補助金を

出すとかいろいろありますから、必ず自治

会も大体は把握しています。ただ、生活保

護の実態については、これ、民生委員しか

わかりません。それから障害者についても

ね、そういう問題があります。それから外

国人ね、これもわからないというのはある

んです。ここらについては民生委員さんの

協力も得ながら、確かにそういう形で弱者

を把握をして、そして地域で少なくとも組

織をつくって、その組織が避難勧告、自主

的な勧告、自主判断をするなら、組織がや

っぱりみんなで議論をしてやっていくとい

うことが重要ではないかなと思います。こ

れは会長だけにしたら、会長はもうつぶれ

てしまいます。やっぱりみんなで合議をし

て、集まって、まず小さい集団で集まって、

それから学区単位ぐらいまで膨らませてい

くという考えです。 

  避難経路については、やっぱり住民で、

我々はここへ逃げるのが一番いいのではな

いかということを、議論はしていく必要が

あるだろうというふうに思っています。た

だ、私の場合、全く私の住んでいるところ

ですけども、すべて電車基地と東海道本線

の下をくぐっているわけです。だから、こ

れ、停電になったら、全部水が詰まってし

まうので、高いところに逃げようと思って
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も行けないと。全部柵していますしね、鉄

道の方は。ですから、跨線橋をつくっても

らわんといかんという問題はあるんですけ

どね。そういうふうなことで、住民が議論

をすればそういうことは必ず出てくると思

います。ですから、住民で避難のそういう

ふうなこともつくってもらうと。そのため

には、そういう会議をするにも、やはり組

織をつくらんとできないのではないかと思

います。それは、もう自治会と一体のもの

で、とりあえずはやっていく。自治会の役

員が自主防災会の役員を兼ねるという考え

です。 

  この場合に結局、先ほど申しましたよう

な、若い人は、そしたら勤めている人はど

うすんのやという話になるので、これは全

国に県会議の議決を経て、宣言をすると。

そういうふうなときには、滋賀県の勤労者

は休みますよということを宣言してもらう

と。それについては、いろいろ全国的にも

議論になるだろうとは思いますけども、そ

んなにたくさんあるわけでもないし、どう

してもやっぱり必要なことだということで

ご理解が得られるのではないかと、こうい

うふうに思っています。私は、まず組織を

つくるということが必要だと思います。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。 

  中村委員は、常に組織をつくるのが大事

であるということをおっしゃっているんで

すが、行政からつくりなさいというような

状態では、先ほどの自主防災、自警団じゃ

ないですが、形だけはあるんやけれど、し

かしそれが機能してないというような状態

になってはいかんので、それがやっぱり地

域の温度差もありましてですね、何とか自

分らの地域は自分らで守るんやという熱い

思いができ上がった組織であれば、非常に

機能するんじゃないかなと思うんで、そこ

のところがこれからどう、組織をつくった

ものの後が機能しないというような状態で

はだめなので、どうしていくかという問題

になってくるんですね。 

  先ほどおっしゃったように、組織はつく

らないかん、情報もきちっと伝達せないか

ん。そこが中心になって、やはり危険度と

いうのか、またそれをどうあるべきかとい

うことの情報を流すにしても、組織が一番

大事やということは十分理解できるのやけ

ど、どうして組織をつくっていくかなとい

うような問題がまだ残ってくるんですね。

自治会長さんも、やっぱりその時々で、一

年一年大体最近は変わられる状態がありま

すので、組織をつくったわ、その次は機能

しないわというような状態になるのは現実

じゃないかなと思いますので、そこのとこ

ろが非常に組織づくりも難しいんじゃない

かなというような感じもするんですけれど、

いずれにしてもつくっていかないかんとい

うことは、よく理解はできるんですけどね。

これからどうしてつくっていくか、だれが

つくるか。先ほどの今の課題の中ですが、

だれがつくるのやと、どうしてするのやと

いうような状態になってくるとですね、ち

ょっとほんなら行政から言うて、自治会長

の方に言って、そこからつくってもうたら

というような状態であれば簡単なんですが、

あとそれが機能するかどうかという問題も

ございますしですね、そこのところが非常

に大きな課題やないかなという感じがする

んですけどね。 

○中村委員 その組織ですがね、私の経験で

はね、なかなか私の仕事をしていたところ

も、自主防災会ができなくて、消防団はあ

るけども、なかなかできないということが

あったんです。それについては、もういつ

も総務担当が防災担当でして、消防と総務

と振り合いになる。だから、これはもうや

っぱりトップが判断をして、つくれという

ことでやりますとね、やっぱり１０年ぐら

いで大体全地区できましたね。 

  だから、今の私のおったところとここと、

組織は、人口も大体今同じぐらい、１５０

万ぐらいで同じですし、それはもうやっぱ

りトップの命令で消防がやりなさいという

ことになって、相当議論をいろいろやった

んですけども、事務的にはできなくて、ト

ップダウンでやって、そしてそれから２０

年ほどたって、私が実際に防災訓練なりが、

学区ごとにですね、先ほどちょっと話して

数が間違うてましたけど、３２学区、私の

所管のところでございまして、３２学区で

あります。それは日曜日、１０学区ぐらい

同時にやられると、もう回ってあいさつす

るだけというような形でしたけれども、や

っぱりそれでやらせれば、僕はできると思

います。現実にそういうことをやってきた、

私がやったわけではないけれども、ある程

度深いかかわりを持ってやってきましたの



2008.6.28 滋賀県流域治水検討委員会第 4回住民会議 

 

 

- 25 - 

で、やっぱり消防を軸にするとか、各住民

の団体を掌握しているところで自治会をも

とにしてやるか。 

  その場合に先ほど言いましたように、自

治会がもう防災会にとりあえずなる。そう

でないと、２つも３つも役できません、実

際問題として。ダブってでもやっていただ

かんならんのでね。そういう形で、とりあ

えず組織をつくることについては確かに問

題があるけれども、そんなん１年や２年で

定着するものではない。やっぱり組織をつ

くってからでも、本当に各自主防災会が、

消防団が訓練をするのと同じぐらいの頻度

で防災訓練をやるためには、やっぱり２０

年ぐらいかかったと、僕の記憶では思いま

す。 

  以上です。 

○大橋座長 いい例というのが、中村委員さ

んの方から出て、はい。 

○成宮委員 愛知川の実態なんですけど、こ

の消防自警団の関係なんですが、ささいな

ことなんですけれども、本部団員というふ

うになってくると、町の方から２万５，０

００円年間の費用がおりるんです。自警団

になってくるとそれはないものですから、

単なるボランティアではやっぱりいけない

ということから、同じ金額を自治会から出

しています。それは多分、どこも同じよう

な情景だろうと思うんですけど、金額の大

小はあるだろうと思うんですけど、同じ情

景じゃないかなと思うんですね。 

  だから、システムを新たにしようと思う

と、そういう地域に対しての財政負担がも

のすごく大きくなるということがあるので、

愛知川では大字の愛知川では、現在の自警

団にそういうことを区長の方からきちんと

伝えてもらって、そして実際の活動はまだ

今一度もないんですけれども、そういう活

動を伝えてもらって、認識をしていただく

中で動いていただくという形をとっていま

す。 

  そしてもう一つは、現状をどういうふう

に知るかということもありますので、それ、

堤防の草刈りということで、この堤防はこ

ういうふうな情景があるので、堤防の草刈

りをしますということを、字民みんなに連

絡をし、そしてその了解の中でやっていま

す。それでも、勤めがあるからとかって、

いろんな意味で欠席をなさる方は多いんで

すけれども、そういうことを積み重ねてい

こうという形でやっています。 

  以上です。 

○大橋座長 今、いろいろ出たんですが、私

も長年かかわってきた関係で、先ほど中村

委員おっしゃった、トップの方がですね、

例えば市長なら市長が、熱い、この防災と

いう強い思いがあって、これは絶対自分の

公約やから、人災は出さない。そのために

はこうやるんやという意気込みがあって、

各市町村の方に伝達が行って、そういう組

織ができて、機能することによって、先ほ

ど言った補助金をちょっと出しますよとか、

これをやったらこういう報償金をやります

よとか、いろんな状態をやっていけばまた

別の話になるやろうと思いますが、今の現

在のやり方の状態で自警団をつくってくだ

さいというような状態では、なかなか機能

していかないんじゃないかなと思います。 

  要するに、そこの指導者の強い信念とで

すね、やっぱりこれに受けて立つという考

え方がないと難しいんかなという状態があ

るわけなんですが、だけど今、中村委員が

おっしゃったような感じで、その自警団と

いうのはどこも報償金が出ないもんやから、

町内から自治会の方の一端のいわゆる補助

金みたいなのを出して、ちょっと活動して

もらっているという形なんですが、それす

らでもですね、やっぱりそこのリーダーの

者がやろうという強い意思でなければ、な

かなか機能しないのが現実じゃないかなと

いうような感じが、私も今までの経験の状

態からそんな思いがするわけでございます

が、いずれにしてもやっぱり必要なことを、

先ほど金だって必要なことはようわかって

います。しかし、どれをどう機能させてい

くか、どうしてそれを十分位置づけしてい

くかということは大きな問題じゃないかな

と思います。これは先ほどの課題の中にも

入ってたんじゃないかなと思うんですが、

これが一つ。 

  先ほど組織の問題も出ましたし、情報の

問題も一緒になって、今議論の中になって

いるわけですけれど、特にその他のご意見

があったら伺いたいと思いますが。 

  松尾委員。 

○松尾委員 すみません。今日、今、組織の

立ち上げについてご意見が出ております。

今日、自治体、２市出ております、大津市
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と彦根市が出席され、オブザーバー出席で

出ておられます。今、両市どのような形で、

この自主防災を立ち上げて進行をされてお

るのか、全くしていないのか、ちょっとお

話を伺いたいなと思っております。よろし

くお願いします。 

○大橋座長 オブザーバーでご出席の大津

さんと彦根さんですか、いうことで、自主

防災組織の状態でどういうふうに取り組ん

でおられるかということのご意見なんです

が。 

○オブザーバー（彦根市 笠原） 彦根市の

防災担当をしております笠原と申します。

ご苦労さまでございます。 

  彦根市の防災組織の立ち上げですけども、

県内で非常に組織率が悪くて、やっと５

０％、世帯割で５０％を超えたところでご

ざいます。平均７０％以上行っていると思

うんですけども。しかしながら、それぞれ

立ち上げている防災会そのものの活動は活

発であります。 

  どのような立ち上げの仕方をしているか

ということですけども、平成１６年までは

実は、今消防の話が出ていましたけど、消

防本部で自主防災組織の設置・育成まで持

っておりました。その中に補助制度、これ

も消防の方でやっておりました。ところが、

なかなか進捗が悪いので、平成１７年度か

ら市の防災局で５００万ほど金額を、以前

の１００万から５００万まで上げまして補

助制度を充実させたと。それが一つの手段

なんですけども。それをやることによって、

大体今まで年間３～４ぐらいしかできてな

かった防災会が、１０防災会以上毎年でき

ているということで、急遽４０％から５

０％、５２％まで、今３年ほどで上がって

きております。 

  そういう取り組みと、あとは出前講座で

すね。大体年間５０回ぐらい。これはあく

まで今、要望を受けて、自治会からの要望

を受けて防災講習会を実施して、その中で

防災会の立ち上げをアピールしているとい

うようなことでございまして、なかなか、

ただ、この地域は防災会が少ないから、防

災組織が少ないから、この地域を重点的に

夜でも自治会長のお宅にお邪魔して、積極

的に立ち上げを図っていこうというところ

まではまだ行ってません。これも実際、彦

根市の場合ですと、ほとんどの１３市のう

ち、彦根市ともう一つだけがまだ課になっ

ていないと。防災の単なる係でございまし

て、それも２名でやっているということで、

非常に大変な状態であります。そういう中

で、自治体としてはそのように、私のとこ

ろはそのように取り組んで、成果は上がっ

ている状況でございます。 

  以上でございます。 

○大橋座長 大津さん。 

○オブザーバー（大津市 内海） 大津市河

川課の内海と申します。本来でございまし

たら、防災組織等の関係につきましては、

本市の総合防災課というところが担当して

おります。申しわけございません。本日は、

そちらの方の担当は欠席をさせていただい

ております。 

  若干私のわかるところでお話をさせてい

ただきますと、大津市におきましても、防

災組織、恐らく特に自治会組織という形の

中で、そういうものの立ち上げをお願いし

ておるところかと思います。今、大津市に

おきましても、今ほどの彦根市さんと同じ

ように、出前講座等を自治会さんからのご

要望におこたえしまして、そういう中でそ

ういう組織づくりの強化を図っていただき

たいというお願い等もさせていただいてお

ります。 

  それと、以前に県の方でアンケートをと

っていただいたかと思うんですけども、そ

の中で大津市におきましては、防災組織が

結構整備をしていただいておると聞いてお

ります。しかし大津市ではたくさんの自治

会がございまして、その各自治会がすべて

防災組織を立ち上げていただけるかどうか

については難しいのではないかと考えてお

ります。 

  申しわけございません。以上でございま

す。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。 

  １点、彦根さんのですね、自警団の方に

補助金とおっしゃいましたが、大体１団体

どのぐらい出されていますか。 

○オブザーバー（彦根市 笠原） 補助制度

ですけども、新規に自主防災組織を設置し

た場合に１分の１、１００％補助で１５万

円、これは例えばヘルメットであるとか、

旗であるとか、そういった初期に必要な、

組織を立ち上げるために必要な器具等の補

助を１００％補助でしております。 
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  さらに、第１種補助、第２種補助、第３

種補助とありまして、第１種補助は限度額

３０万で２分の１、１５万でございます。

それと、第２種が限度額１００万で２分の

１、５０万を補助すると。２種については、

例えば可搬式の動力ポンプであるとか、少

し１種よりも大きなものでございます。３

種につきましては、もう県なりコミュニテ

ィの各種補助を活用しまして、そこに彦根

市の割合を充てると、大体３分の１ぐらい。

それは２００万ぐらいのもので１００万程

度、半分ぐらいは何とか補助をしていこう

というようなことでございます。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。 

  彦根さんは、積極的に防災自警団を育成

していこうという取り組みが見えているん

じゃないかなという感じがするんですけれ

ど、ありがとうございました。 

  時間も詰まってまいりましたんですけど、

今日は一般傍聴者の方がお見えになってな

いということで、ちょっと時間をとりませ

んので、ちょっと議論を進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○杉本委員 自治体の方の活動を今聞かせ

ていただいたんですが、私の頭の中には、

合併で５０が２６になっているという話を

聞くと、うんと手薄になってきたんではな

かろうかと考えます。その辺のところを考

えないと、今までどおりの期待では、ちょ

っとできないんじゃないかというのが私の

考えです。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

  市町村合併によってですね、自治体構成

が非常に大きくなりましたので、今までど

おりの補助金対処ができないんじゃないか

というような話があるんですが、いずれに

してもこれ、全県下でいろんな温度差があ

ると思います。恐らくやられてないところ

もあるんじゃないかなと思いますし、だか

らもう一遍県下統一にですね、ある一定、

いわゆる公助の面になりますが、そういう

補助金等々についても、やっぱり見習って

いただくということが必要じゃないかなと

思います。それによって、何人かの自警団

の組織についてもですね、ちょっと励みに

なったりですね、やる気になったりするの

にもちょっとあるんじゃないかなと、こん

な感じがしますので、これは一遍県下の状

態でどういう取り組みをやられているのか

ということを、調査することも必要じゃな

いかなというような感じは思うんですけれ

ど。 

  そのほかの形で、今とりあえず「情報」

と「組織」の方に入ってきているわけなん

ですが、いずれにいたしましても、今日、

あとの「ネットワーク」とか「人」とか、

人の場合は、これは先ほども出ていました

んですが、地域での防災活動をどうして必

要なのか、理由をはっきりできてないとい

う形でちょっと上がってたんですけれど、

人の問題はちょっと難しいかなというよう

な思いはするんですけど、ネットワークに

ついては、これは今日までいろいろ議論を

尽くされているところがあるんですが、そ

の辺でだれがどのように主体でするのかと

いうことやなということにも問題があろう

と思います。先ほどの自警団をつくるにし

ても、また自主組織をつくるにしても、だ

れがどうするのかということが大きな問題

じゃないかな。 

  これはいずれにしても、ネットワークの

問題、組織の問題、また人というかかわり

というような状態は、恐らく強いリーダー

があって、なっていくんかなというような

感じがするわけですけれど、今４つの柱の

中で特にこのことを申し上げておきたいな、

こうしたいというような状態があったら出

していただけたらありがたいなと思うんで

すが。 

  中井委員。 

○中井委員 私も意味をまだよく理解でき

ていませんが、組織というところですが、

例えばハザードマップあたりで非常に危険

性の高いところ、それからそれほどでもな

いところとかで、少し区別ができるのでは

ないかと思います。特に、危険度第１とか

の危険性の高いところは、そのような組織

をぜひともつくらないといけないとか、何

かそういう組織のランク分けというような

ことで、特に必要なところについては、や

はり早くつくるとか、何かそのようなプッ

シュ方法とかはとれないものでしょうか。 

○大橋座長 今、中井委員さんの方から、組

織をつくるにしても、やはり必要なところ

というのか、優先度というのを考えてつく

る必要があるんじゃないかな、こういう話

なんですが、その辺で皆さんのご意見があ

ろうかと思うんですけど、私、その危険度
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の問題がですね、非常に難しいんじゃない

かなというような感じがするんです。この

議論の中にも、上流から河口まで、その中

でそれぞれやっぱりポイント、ポイントの

形で組織をつくっていて、連携を持ってや

るというような状態も必要やないかなとい

うことも出てたんやないかなと思うんです

が。 

  それと今、ハザードマップが出たんです

けれど、ハザードマップの状態をもっと行

政なんかも、地域の住民に対して徹底して

説明をする必要があるんじゃないかなと、

こう思うんです。例えば恥ずかしいですけ

ど、私ところ近江八幡、この前申し上げた

んですが、自治会から配るだけですわ。そ

れで、恐らくそこできちっと保管されてい

るおうちやら、もうどっかやったわという

のがあるんじゃないかなと思うんです。あ

るところでは、公民館には必ずハザードマ

ップをきちっと掲示しているというところ

はあるんですけど、せめて最小限度、こう

いうところは置いてくださいよと、目に見

えるように置いてくださいよということで、

きちっとして決まりとしてやっぱり、まず

自主的にやらないかんわけですけど、そう

はできてないから、行政がかかわってやっ

ていただくということを指導していかない

かんの違うかなと思うんです。 

  また、それの説明、これからはやっぱり

出前講座と言われておりますが、地域に出

向いていただいて、ハザードマップについ

てのきちっとした勉強会、出前講座をやっ

ていく必要があるんじゃないかなと思いま

す。これはやられてないのは八幡だけかも

わかりませんけれど、しかし、これは県下

統一してですね、きちっとやっぱりハザー

ドマップのきちっとした行政の考え方、避

難の仕方、また組織のつくり方、そんな状

態の伝達もきちっとですね、やっぱりそう

いう出前講座で繰り返していくということ

も必要やないかなということを痛切に感じ

るんです。 

  恥ずかしい話ですけど、八幡の場合につ

いては、非常にそのことが、手渡しで渡さ

れているだけというのが現実じゃないかな。

我々も議会の方でも大分議論を尽くして、

ハザードマップもつくれつくれとは言うて

きたんですが、つくったはいいんですけれ

ど、きちっとした住民に対して徹底できて

いるかというたら、いまいちの問題がある

んじゃないかな。 

  だから、自主防災組織にしても、やっぱ

りつくってほしいということはいろいろあ

るんですが、つくったという形で、あとは

どうなっているのか、フォローができてな

いことがあるんじゃないかな。そういう研

修会とか出前講座とか、さっき彦根さんお

っしゃった、大津さんもおっしゃった、出

前講座とかそんなことを繰り返していって、

やっぱり認識を高めていくということも大

きな役割やないかなという感じがするんで

ありますが、ちょっと先ほどからいろいろ

飛んで申しわけないんですが、ハザードマ

ップが出ましたので、特にそのことも強調

していきたいなと思っております。 

  北井委員さん。 

○北井委員 北井です。ちょっと情報のとこ

ろの話なんですけども、組織の話に行っち

ゃって、ちょっと言うタイミングがずれて

しまったんですが、成宮さんのおっしゃっ

ていたビジュアルモチベーションを掲げる

って、何か水位を見られるようにして、県

から伝わるネットワークづくりをするって

いうのと、あと杉本委員のおっしゃってた、

何か最終的に水位とか何か危険が迫ったと

きに鳴るものを用意するって、最後に何か

頼るものが機械だっていうのが私はとても

不安でして、例えば電池が切れてたり、停

電したらどうするんだとか、あと行政の人

に、例えば何か夜中で県庁におられなかっ

たり、市役所におられなかって、向かって

くるときに何か、もしかしてその担当の人

が事故に遭ったらどうするんだとか、何か

いろいろとあると思うんですね。やっぱり

最後は、そこの人が判断するっていうふう

なものが絶対に必要だと思いますし、そう

いう話の中では大橋座長のおっしゃってい

るお地蔵さんの水位を見て、避難の目安に

したんだという話は、それこそ一番わかり

やすくて、身近にあって、ビジュアルモチ

ベーションはっきりわかるものだと思うん

ですね。 

  なので、何かその地域でそういう目安っ

ていうのを、関心のない地域でも何かつく

ろうと思ったら、それはつくれると思うん

ですね。そこに、例えばハザードマップだ

とか、そういうふうな行政が出す情報とい

うものと合わさったら、もうちょっと効果
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的なんじゃないかなと、今の話でちょっと

思いました。 

  多分ハザードマップは今の分類していた

中では気づきの情報という、日ごろの備え

の情報として分類しているんですけども、

ハザードマップがあるのは、何か危険度は

わかると思うんですけども、例えばそれで

いざというときに、その判断する、災害が

起きたときの避難を呼びかけるための情報

というか、行動を促す情報には実はちょっ

と入っていないので、何かここまで浸水す

るっていうのが、例えば具体的に、余りい

ろいろ思いつかないですけど、例えばその

お地蔵さんの腰あたりが何メートルの水位

で、そこが危ないですよとか、そんな情報

も加えてみるだとかいうことっていうのも、

地域の人にとってはわかりやすい情報にな

るんじゃないかなと思いますし、何か最後

にやっぱり機械でとか、何かそういう連絡

で呼びかけるというよりも、自分たちでわ

かる情報というのを、地域でもつくってお

く必要があるんじゃないかと思いました。 

○大橋座長 北井委員のおっしゃる考え方

も、私もよく理解できます。 

○成宮委員 ただ、きっかけとしては必要で

すよね。どういうことかというと、もう一

遍見に行こうかというような気持ちが確実

に働くと思うんですよ。それに関心のある

人は。だから、そういうことのためには必

要だと思いますね。それは電池が切れると

か、機械的な故障の話は、それはリスクと

して、それは機械のリスクとして考えるべ

きやろうというふうに思うのは思うんです

が、きっかけづくりとしては必要ではない

かなというふうに思います。そういう動機

づけですね。 

○大橋座長 多々納先生。 

○多々納アドバイザー 一応大学院では、防

災の情報を教えるという立場なんですね。

今のお話なんですけど、北井委員が言われ

ることをもっと素直に聞かないといけない

と僕は思います。情報依存症だったり、行

政依存症だったりするのはよくないという

ことは、一つのメッセージだと僕は思うん

ですね。この委員会が出すべき。だから、

ある意味でいうと、各自がきちっと判断で

きるような県民になってもらいたいし、地

域の中できちっと災害の文化、あるいは災

害のときにどうすればいいかというような

こと、あるいはそれを減らすにはどう対応

したらいいかというようなことを、きちっ

と次の世代まで地域の皆さんの中で共有で

きていくような、そういう地域を目指しま

しょうということだろうと、思うんですよ

ね。 

  だとした時に、情報機器があれば若干有

効なといいますか、的確な判断ができるよ

うになるかもしれない。ただ、それは一つ

の側面であって、もう一方ではそこで与え

られている情報というのは何なのか、わか

らなきゃだめですよね。それから、そのこ

とが一体どういう背景で、どういう行動に

結びつくべきなのかっていうことも、わか

っておかなきゃだめですよね。わかってい

るという前提の人だったら、非常に知識も

高いし、アウェアネス（認識）も高いから

いいのかもしれないけども、今度は逆に、

わからない人向けには何をするかといった

ら、逃げろとか逃げるなとか、大丈夫だと

か、そういう情報しか行かなくなるから、

そうなるとその指示をよう出しませんとい

う話がやっぱりついてくる。だから、その

悪循環を切らなきゃだめだと思うんです。

もちろん情報を提供することは大事なんで

すけど、それが本当に役に立つようにする

ためにどうするかっていうことを、もう少

しやはり考える必要があるんじゃないです

かね。多分それを北井委員はおっしゃりた

かったんじゃないかと、僕は思います。 

  僕、もう一度言います。ここでの問題提

起で情報と言われたのは、関心を持ってい

ない人たちに対してどうやって情報を伝え

るかということで言われたと思うんですよ。

それって何でそんなことを言わなきゃいけ

ないのかということですよね。関心を持っ

てない人がいるから。関心を持ってないと

いうことは、結局、防災云々ってここで幾

ら言うたって、何ていうかな、その人たち

には届かないと、そういう思いの中から多

分出てきているんですよね。だから、いっ

ぱいいろんないいことがこの前にも書いて

あるけども、それは伝わらない。そこにつ

いての工夫って本当はあるんだけども、そ

の工夫っていうのがもうちょっと前に出て

くるような形にしたいんだけども、書こう

と思えば。思うんだけども、それってどう

やったら書けるんでしょうね、どこがその

エッセンスでしょうかねっていうことを問
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いかけようとしたんじゃないんですかね。 

  だから、そうだとすると、それについて

僕なりに思っていることを言うと、一つは

「熱い」という言葉で言われているんです

けども、情報っていうのは、その情報があ

るとよりよい判断ができるという意味での

情報というやつ、これ、情報工学とか、そ

ういうときの情報ですけども、そういう情

報もありますが、もう一方にある情報って、

普通僕らが一般語で言っているような情報

というのは、実は知識だったり、中井委員

がおっしゃったように教育というときもあ

ると思いますが、要するにこうしゃべって

いることで何とか相手を説得したいわけで

すよね。関心を持つという話は、関心を持

たせるという話とやはり表裏一体で、「熱

い」という議論は、実はそういう関心を持

ってもらいたい人たちが関心を持ってもら

えるように、関心を持ってない人たちをど

う持っていくかという、そのための活動っ

ていうか、そこが必要だとぼんと書いたら

いいと思う。いっぱい書いてあると思うん

ですよね、この中に。だから、その話はま

ずそう書いてもらったらいいと思います。 

  それからもう一つは、ただ関心を持たせ

ることができない人たちも多分います。そ

したらどうするかといったら、関心を持っ

ている者と結びつけるというのが、その次

に普通、やられていることだと思います。

例えば地方、地方でお祭りが夏にやられま

すけども、これは疫病対策ですよね、ほと

んどね。そうですよね。祇園祭でもそうで

す。大体疫病がはやったのを忘れんために

やっているわけですから、だからこれって

実は究極の、その今の関連づけの仕方なん

ですよ。水害が起きたから水害祭りなどは

しないですけども、ただ夏祭りをしますと。

やったときにみんな集まって、そこでいろ

んなご飯をつくったり何かしていたら、そ

れは実はもし災害が起きたときにもその組

織が役に立つやろうとか、いろんな思いが

多分込められた生活の知恵だったりすると

思うんですよね。 

  そういったものっていうのはありますけ

ど、関心を持っている内容とどう関係づけ

るのか。今の例は、もう一個と実は関係し

ていて、そういう関心と直接関係づけない

けど、スキルだけとか、技術だけとか、組

織だけとかをつくりましょうということを

やっているんですよね。お祭りをやります

っていう話とか、運動会をやりますとか、

あるいはスポーツそのものがっていう話も

ありますよね。タカ狩りしたのは何のため

だ、軍事教練だったか、そういう話があり

ますよね。それがずうっと経ってきたら、

結局何やサッカーになってみたり、いろん

なものになったりしているわけですね。そ

ういうのが、ある意味でいうと、知らず知

らずにスキルを身につけることにつながる

ということです。だから、その幾つかの項

目を、もしそこがここの情報にとっての肝

だとするならば、１個ずつの対策を並べる

んじゃなくて、多分そういうポイントとさ

れている関心を持つ住民になる。組織、人

をつくる、そのための情報って、どういう

情報があるんや、あるいは活動って何なん

だっていう議論で、少しポイントを置いて

もらうと、今、実はこの中に、もうほとん

どここに書いてあることを言ったんです、

僕が言ったもの。そういうようなものがリ

ストアップできますねって、そういう議論

だと思うんですよね。 

  今だから、いろんなことを言って、大変

おもしろいお話をしていただいているんで

すけど、幾つかまだこの中で、多分本当に

聞きたいというか、議論をしておきたいこ

とがあると思うんですよ。例えば地域での

防災活動はどうして必要なのかとか、次の

段階へ行っちゃうと、この話って本当にま

じめに言うと、そんなこと当たり前なんじ

ゃないのって、こう思うんだけども、でも、

わざわざ問う理由っていうのは多分あると

思うんですよ。 

  時間がないかもしれないけど、一言だけ

彼女たちに聞かせてもらってもいいですか

ね。何でこれを聞かなきゃいけないのか。 

○柴田委員 柴田です。じゃあ最初に僕が、

僕なりに思っていることなんですけど、何

で防災組織が必要なのかとか、どのように

してとか、だれがというのは、実際に具体

的に動くためにというのが必要だと思うん

ですけども、何で必要なのかと、何でって

いうのがなぜ必要なのかっていう理由は、

僕が思うに、僕らの世代というのは知らな

いんですよね。防災組織が、例えば逃げな

あかんということで、ちょっとわからない

ですけど組織が必要やと言われたときに、

必要やからつくれと言われても、何で必要
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なのかを知らないから、言われても、大事

なのは、それは人のコミュニケーションは

大事でしょうと一般的なことはわかるんで

すけども、この自主防災組織が必要ですよ

と言われたときに、何で必要なのか、そも

そも自主防災組織って何なのみたいなとこ

ろから始まって、何でそういうものが必要

なのかっていうのがわからないと、こっち

としてもその気になれないというか、行動

に移せないというか、そういう部分がある

と思うんですね。 

  その何でというのがわかれば、さっきの

お地蔵様の話じゃないですけれども、ここ

まで、腰まで水が浸かったら堤防が決壊す

るから逃げなあかんと。ただ、腰まで浸か

ったら逃げなさいと言われても、お地蔵さ

んが腰まで浸かってるだけやんけという話

にもならないこともない。そういうところ

から、何でとか、その背景の部分が必要な

のじゃないかなと、僕は思っています。 

○北井委員 地域で防災活動とか必要だと

いうのは、当たり前として皆さん話してい

るんですけども、やってない地域だとか組

織が、自主防災組織がない地域というのも

あってですね、情報のところにもあった関

心がない人に一体どうやって伝えるかとい

う話だとか、例えば危機感を持っていない

人にどうやって伝えるかという話もあると

思うんですけど、そういう意味で地域でや

っぱり、実際、防災、その水害に備えた活

動とか訓練をしていることの意味という、

そこの重要性というか、背景のようなもの

をわかっていたら、例えばなあなあでやっ

ている活動にも少しはちょっと、こういう

意味があるんだと見据えてやることという

のは、結構活動の意味を持たせる意味でも

必要だと思うんですね。もともとそういう

活動がない地域にしても、背景の理由理由

があることで、呼びかけやすくなるという

か、活動する、始めるきっかけとして、そ

ういうふうな、こういう理由があって必要

なんですよというのを、はっきりとあった

方がいいのかなというふうに思ってですね、

どうして必要かっていうところを出してお

かないといけないんじゃないかと思って書

きました。 

○多々納アドバイザー 当たり前と思うん

ですけど、これ、本当大事だと思うんです。

だから、この議論をですね、何で地域で、

行政だけではだめなのと。例えば河川の話

だから、堤防とかダムとか整備したらいい

やんかというのが、一つの極端な話で一方

にあって、それと今度は逆に、もちろん水

害のときに命を守るのは、自分のことだか

ら自分でやればいいじゃないかと、これも

もう一方にあって、要はおれ、自分のこと

は自分でやるからっていうような市民がい

るときに、じゃあもう一方で、だけどやっ

ぱりみんなでやらなきゃこれはできないよ

なっていう議論を、どう説得できるのかと

いうことですね。もちろん水防の話とか、

それから地域として対応しなきゃならない、

例えば要援護者の方の話だとかってそうい

ったものはあるにはあっても、個人として

のモチベーションを高めるとか、地域とし

てのモチベーションを高めるために、より

重要な何か価値みたいなものをもっと提示

しなきゃいけないんじゃないかっていう、

非常にクリティカルな質問なんですよね。 

  それについては、ちょっとまじめにしゃ

べってみた方がいいなという気がします。

個人としてはどう思うかということなんで

すけども、時間があるのかな。だけど、ど

うしましょう。 

○大橋座長 次からやりますわ。 

○多々納アドバイザー 時間がないから次

にしましょうか。 

○大橋座長 はい。 

○多々納アドバイザー 宿題ですね。だから、

何で地域でやらなあかんのかって、これ、

みんな書いて持ってくるっていいんですよ

ね、委員会ですので。 

○杉本委員 毎回来て、しゃべっていること

を一つだけ。今の話の中で、だれがという

人材の話が抜けていると私はいつも言うん

です。これをやって、また協力してもらえ

る人というのは、やはり企業とかですね、

学校の先生とかですね、そういう人たちを

やっぱり。というのは、私のいつもの持論

ですけれど、結局、今言うている話で、実

際にだれがという頼りにしている人ですね、

それはやっぱり一番は企業等に勤めている

人。というのは、県庁に勤めている人なん

かはですね、そのときに災害で忙しい話で、

期待したらあかんし、やってもらわんなん

ことをやってもらうと。そうすると、実際

にやってもらえる人というのを頭に入れて

議論すると、私は何といっても企業等に勤



2008.6.28 滋賀県流域治水検討委員会第 4回住民会議 

 

 

- 32 - 

めている人、これに協力してもらう以外に

人材として、ないんじゃないかというのが、

いつも主張させてもらっているところです

が、これを一つ頭に入れて議論をしていた

だきたいと思います。 

○大橋座長 議論が伯仲した中で、ちょっと

まとまり切れない状態になって、大変申し

わけない状態になっているんですが、最後、

課題という中で、北井委員と柴田委員が出

してくれた４つの提言をしていただいたわ

けなんです。これについてですね、それぞ

れもう一回、次の次回に冒頭にですね、今

日の状態の意見をまとめさせていただくと

いう形から入らせていただくということで、

一つ課題を投げかけておきますので、皆さ

ん、委員さんの方からその辺についてちょ

っとまとめて出していただけるような感じ

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  書面で出していただかんでも、そのとき

に口頭でこうやこうやって言うていただい

たらいいんですが、そういうことからちょ

っと入って、整理していきたいな、こんな

思いがします。大体そやけど、いろいろ遠

道はしてきたんですけれども、大体絞れて

きたんじゃないかなというような形がしま

す。先般もテレビを見ていましたら、日本

で、ほかの国からだったんですけれど、い

わゆる隣人祭り、先ほど多々納先生がおっ

しゃった状態、隣人祭りというのが大きな

インパクトがあって、世界じゅうに広がっ

ていると。ということは、災害やとかいろ

んなときであったとき、隣に住んでいる人

は全然わからないという形でですね、一遍

みんな、食べようや、飲もうやという形で

寄せたと。その意義を伝えていって、何か

世界じゅうに今広がりつつある段階だと言

われているんですけれど、名前は隣人祭り

というような形で今やっているようなんで

すけれども。 

  いずれにしても、このネットワークの大

切さ、それで本当に強い意思を持って、我

が住んでいるところはおれたちで守るんだ

と、自分たちで守るんだという強い意気込

みがあってですね、いろんな状態に還元で

きるんじゃないかなというような思いがい

たしますし、今日議論があったいろんな状

態を参考にさせていただきながら、次回に

進めさせていただくわけなんですが、もう

一遍ですね、北井委員、柴田委員、申しわ

けないんですが、今日の議論を踏まえて、

今日新しい提言していただいた状態をです

ね、再度、今日の皆さんのご意見に肉づけ

をしていただくと。多々納先生と私も一緒

に入らせていただいて、ちょっと形をつく

っていきたいと、こう思いますので、皆さ

んよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大橋座長 ご理解いただけますでしょう

か。私は今回の今日、第４回目はですね、

ちょっと今の成り立ちはわからなかったん

ですが、というのは第３回目がですね、あ

あいう樹形、それでワークショップをやり

ましたですね。あの状態から延長をさせて

いただきたいなというような思いが若干あ

ったのでですね、ちょっと戸惑いもあった

ことは事実なんです。 

  私は、今、細かく書いていただいておる

んですけれど、なかなか読む状態ができな

いんで、樹形の中で、このテーマが決まっ

たらテーマをきちっと上に出して、それで

その４つの柱にして、公助で何を注いでい

ただくかという形の状態がですね、まとめ

られたら一番ありがたいかな、わかりやす

いかなと思います。 

  また、この知事の方にも提言するについ

てもですね、それで説明もできるんじゃな

いか。細かい内容については、こうやって

まとめていますということでやれるんじゃ

ないかなというような思いがあってですね、

そういうパターンでまとめていったらどう

かな、こんな思いがあって、今日、この間

の第４回目はそれから延長線で入っていく

状態があったんですけど、余り細かくまと

めてもらってあったので、ちょっと戸惑い

もあったんですけれど、そんな形も踏まえ

てちょっとまとめていく方向でいきたいな

と思っております。 

  私も、ちょっといろんな人に話しておっ

たんですけれど、やはりこれ、公助の問題

にちょっと入るときがあると思います。次

回の中ほどに入るのか、その次に入るのか、

そのときの状態はですね、ちょっと我々の

この１０人のメンバーだけで、ちょっとし

ゃべり方というのか統一した、大体の公助

に対しての考え方を持って整理してみたい

なと思います。そして、あとまた皆さんと

一緒にこういう時間をとりたいというよう

な形がいいんかなということを踏まえてで
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すね、ちょっと今日提案をさせていただい

ておきたいな、こんな思いをしております。 

  いずれにしても、今日はまとめ切れない

状態で大変申しわけなかったんですが、時

間的にも普通の月よりも、ちょっと半時間

ほど早い時間で終わらねばならん。後片づ

けがあるよと聞いていますので、ちょっと

今日はこの辺で閉じさせていただくという

ことになろうと思いますし、よろしくお願

いしたいと思います。それでは。 

○中村委員 すみません、ちょっと質問。こ

れ、宿題になったのは、自助・共助・公助

の定義づけというのか、そういうふうなも

のも今言われたんですけど、それも一応ま

とめてくるんですか。 

○大橋座長 まとめ方といいますのは、はい。 

○中村委員 それからですね、これ、情報な

り人なり組織なりネットワークなりで、各

これ何項目もあるわけなんですが、これ、

すべてについてなのか。先ほどちょっと焦

点になったのは、地域での防災活動はどう

して必要なのかということであったと思う

んで、焦点を絞らんといかんのではないか

なというような感じをちょっとしましたの

で、ちょっと座長のまとめの。 

○大橋座長 いや、そのとおりなんです。だ

から、ポイントはね、今北井委員の方から

言うてくれました。情報はここですよと、

人はこうですよと、組織はこうですよと、

ネットワークはこうですよって、そこのと

ころというておっしゃられていますので。 

○中村委員 私の言うているのは、一つだけ

にするということなんです。 

○多々納アドバイザー 宿題は、地域での防

災はどうして必要かについて書いてきたら

いいん違う。 

○大橋座長 それだけ書くわけですか。 

○多々納アドバイザー その方がようない

ですか。 

○中村委員 １６ページの「人」の一番初め

だけ。 

○多々納アドバイザー これが多分「はじめ

に」書くときに、だあっと入ると思います。 

○大橋座長 それじゃあ失礼しました。「人」

のところですね、だから１６ページですか。

地域での防災活動ですかな。地域での防災

活動はどうして必要なのか理由を書いてく

ださいというところの１点に絞りまして、

皆さんの考え方を出していただくというこ

とにさせていただきたいと思います。 

  ただ、そやけど、ほかのところのやつが

ちょっと課題がありますところをね、それ

なりにまた出していったらいいんですが、

とにかく１点だけに絞って、これを課題と

いうことで宿題にさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

○松尾委員 この運営に関してなんですけ

ども、今日は大津でやりました。前回は竜

王の方にさせていただきました。これ、や

はり滋賀県全域を入れて、湖北の方やら湖

西の方でやるように、かわりばんこ、あと

何回やるかはちょっとわかりませんけど、

今度大津、そして次回は湖北でしたら湖北

方面でやって、また大津へ戻ってくるとか、

こういうシステム的なことができないんで

しょうか。そうすると、よりよく地域の方

が来ていらっしゃって、もっとわかりやす

くなっていくと思うんです、そういうよう

なご計画はないでしょうか。 

○大橋座長 これ、ちょっと事務局の方で検

討はしていただきますが、あと大体２回ぐ

らいなのですのでですね、また受け入れて

いただく市町村の状態が、了解をいただか

ないかん問題がありますので、これ、また

事務局の方でちょっと検討していただくと

いうことでさせていただきたいと思います。 

 

４．閉会  
○大橋座長 

  それでは最後になりましたが、清水技監

の方からごあいさつをいただきます。 

○事務局（清水） 大変熱心に、また真剣に

ご議論をいただきまして、まことにありが

とうございます。 

  実際の災害のときに、住民の方に本当に

動いていただくためには、そこがテーマに

なってくると思うのですが、非常に本質を

突いたご議論をしていただきました。まこ

とにありがとうございます。 

  住民会議のそのご意見の大方の取りまと

めということで、８月いっぱいというふう

にお願いしておったんですが、もう少しで

すね、ここのところが非常に重要で、エネ

ルギーをかけてご議論をしておかないとと

いうこともございますので、もう少しお時

間にこだわらず、突っ込んでおいた方がい

いのではないかと、こういうふうに思って

おりますので。ただしですね、大方の方向
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も行政部会としてもつかんできております

ので、そこら辺あわせて、行政部会の方も

並行していきますが、この本質の議論のと

ころだけは押さえておかないと、言い方は

悪いんですが、当たり前の議論になってし

まうと思いますので、ぜひともここは掘り

下げておいて、エネルギーをかけていただ

きたいなと、こういうふうに思っておりま

すので、８月中にというのにこだわらず、

もうちょっと時間を要してもいいんではな

いかと、こういうふうに考えておりますの

で、どうかひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

  土曜日のお昼ということでお忙しい中、

またご予定がある中、まげてご出席をいた

だきましたこと、大変ありがたくお礼を申

し上げる次第でございます。 

  また、次回もひとつよろしくお願いを申

し上げまして、終わりのあいさつとさせて

いただきます。本日はまことにありがとう

ございました。 

○司会（事務局 中田） ありがとうござい

ました。 

  次回の委員会でございますけれども、先

ほどもご提案がございましたように、場所

も含めまして座長とまた相談をいたしまし

て、期日につきましては調整をさせていた

だきたいというふうに思っておりますので、

どうかその節はよろしくお願いいたします。 

  それでは、長時間にわたりましてありが

とうございました。 

  これをもちまして第４回住民会議を閉会

させていただきます。ありがとうございま

した。 

（閉会 午後４時０８分） 

 


